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平成３１年 ３月 ５日（火曜日） 

○議事日程（第１号） 

平成３１年３月５日（火）午前１０時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問（別紙のとおり） 

日程第 ６ 同意第 ２号 教育長の任命について 

日程第 ７ 同意第 ３号 農業委員会委員の任命について 

日程第 ８ 同意第 ４号 農業委員会委員の任命について 

日程第 ９ 同意第 ５号 農業委員会委員の任命について 

日程第１０ 同意第 ６号 農業委員会委員の任命について 

日程第１１ 同意第 ７号 農業委員会委員の任命について 

日程第１２ 同意第 ８号 農業委員会委員の任命について 

日程第１３ 同意第 ９号 農業委員会委員の任命について 

日程第１４ 同意第１０号 農業委員会委員の任命について 

日程第１５ 同意第１１号 農業委員会委員の任命について 

日程第１６ 同意第１２号 農業委員会委員の任命について 

日程第１７ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度

東庄町一般会計補正予算（第３号）） 

日程第１８ 議案第 ９号 東庄町森林環境基金条例を制定することについて 

日程第１９ 議案第１０号 東庄町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて 

日程第２０ 議案第１１号 東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第２１ 議案第１２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 
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日程第２２ 議案第１３号 東庄町職員定数条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第２３ 議案第１４号 東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについて 

日程第２４ 議案第１５号 平成３０年度東庄町一般会計補正予算（第４号） 

日程第２５ 議案第１６号 平成３０年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 

日程第２６ 議案第１７号 平成３０年度東庄町食肉センター特別会計補正予算

（第２号） 

日程第２７ 議案第１８号 平成３０年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第２８ 議案第 １号 平成３１年度東庄町一般会計予算 

日程第２９ 議案第 ２号 平成３１年度東庄町国民健康保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第 ３号 平成３１年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３１ 議案第 ４号 平成３１年度東庄町食肉センター特別会計予算 

日程第３２ 議案第 ５号 平成３１年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算 

日程第３３ 議案第 ６号 平成３１年度東庄町介護保険特別会計予算 

日程第３４ 議案第 ７号 平成３１年度東庄町水道事業会計予算 

日程第３５ 議案第 ８号 平成３１年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算 

日程第３６ 陳情第 １号 後期高齢者の窓口負担の原則１割負担の継続を求める

陳情 

日程第３７ 陳情第 ２号 「幼児教育・保育の『無償化』に係わる制度の拡充、

及び、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意

見書」の提出を求める陳情 

日程第３８ 陳情第 ３号 「会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治

体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請

する陳情 

日程第３９ 休会の件 

○本日の会議に付した案件 

 議事日程のとおり 

○出席議員（１４名） 
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           １番 桜 井 荘 一 君 

           ２番 土 屋 光 正 君 

           ３番 宮 澤   健 君 

           ４番 佐久間 義 房 君 

           ５番 板 寺 正 範 君 
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          １２番 宮 崎 正 吾 君 
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○出席説明員（１３名） 

    町 長 岩 田 利 雄 君 

    副 町 長 金 島 正 好 君 

    監 査 委 員 平 山   茂 君 
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    健 康 福 祉 課 長 海 上   孝 君 

    会 計 管 理 者 飯 嶋 実知子 君 

    病 院 事 務 長 寺 嶋 利 和 君 

    農業委員会事務局長 土 屋 富士雄 君 

    教 育 長 五十嵐 正 憲 君 

    教 育 課 長  多 田 克 己 君 

    生涯学習担当課長 林     寛 君 
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○出席事務局員（３名） 

    事 務 局 長 笹 本 忠 男 

    次 長 石 毛 美恵子 

    主 査 岩 瀬 知 博 
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（午前１０時００分 開会） 

議長（城之内一男君） 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから、平成３１年３月東庄町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１１番 土屋進君、４

番 佐久間義房君、両名を指名します。 

 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１５日までの１１日間とすることに議会運営委

員会において意見の一致を見ております。 

 従って、議会運営委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 平成３１年３月定例会の運営についてご報告いたします。 

 今期定例会の運営につきましては、去る２月２６日、議会運営委員会を開きまし

て、会期及び審議予定並びに付託委員会などについて協議をいたしました。この定

例会に付議されます案件は、町長提案３０件、陳情３件であります。これらの案件

を審議するために、会期は本日から１５日までの１１日間とすることに合意を見て

おります。 

 審議の予定は、第１日目の本日は、議事日程に従いまして、諸般の報告、行政報

告の後、一般質問は７人の議員から通告がありましたので、これを行います。次に、

同意第２号から同意第１２号までを順次上程し、採決を行います。次に、承認第１

号を上程し、質疑・採決を行います。続いて、議案第９号から議案第１４号までを

順次上程し、質疑・採決を行って延会といたします。 

 第２日目の６日は、議案第１５号から議案第１８号までを順次上程し、質疑・採

決を行います。続いて、議案第１号から議案第８号までの、平成３１年度各会計予

算を上程し、提案理由の説明、内容説明を行い、お手元の委員会付託表に記載のと

おり予算決算常任委員会に詳細な審査を付託することとなります。次に、陳情第１
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号から陳情第３号までを上程し、所管の常任委員会に付託いたします。次に、休会

の件を諮り、散会とします。 

 第３日目の７日から１４日までは休会としまして、この間、７日、８日、１１日

には予算決算常任委員会を、１２日午後に文教福祉常任委員会を、１３日午後に総

務産業常任委員会を開催することに合意を見ております。 

 なお、委員会開催の詳細は、審議予定表によりご了承願います。 

 最終日の１５日は、時間を午後２時３０分に繰り下げて本会議を開きまして、議

案第１号から議案第８号までの予算決算常任委員会の審査報告を受け、質疑・採決

を行います。続いて、文教福祉常任委員会及び総務産業常任委員会の審査報告を受

け、質疑・採決を行い、閉会といたします。 

 なお、定例会閉会後、全員協議会を開催して、行政執行上の報告及び組合議会等

の報告を予定しております。 

 本定例会が円滑に運営されますよう、各位のご協力をお願いいたしまして、以上

で、議会運営委員会において決定しました事項の報告を終わります。 

議長（城之内一男君） 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり本日から３月１５日までの１１

日間とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、会期は本日から３月１５日までの１１日間とすることに決定しました。 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 初めに、議長より議会の会務報告を行います。 

 １２月定例会以後の議会活動及び議員活動は、お手元に配付の報告書のとおりで

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規定による本定例会の出席要求に対し、お

手元の印刷物のとおり通知がありました。 

 次に、請願・陳情の処理経過及び結果の報告について、町長より報告がありまし

た。配付の印刷物のとおりです。ご了承願います。 
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 次に、本日、町長より議案の送付があり、これを受理しました。 

 次に、陳情３件を受理しました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第４、行政報告を行います。 

 町長及び教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、平成３０年１１月２６日から平成３１年２月２５日までの行政報告に

ついて、主なものを申し上げます。 

 １ページ目、総務課、庶務関係で、区長会総会を２月１７日に開催し、新役員が

決定をいたしました。区長さん方には行政の様々な場面でご活躍をいただいており

ます。 

 次に、２ページ目、管財関係でございますけれども、インターネット関係の委託

と工事を１件ずつ契約をいたしました。 

 次に、３ページ目の町民課、賦課徴収関係でございますけれども、平成３０年度

町県民税等の新規・更正分納税通知書を発送しております。また、滞納処分といた

しまして、差し押さえ、滞納整理として臨戸徴収を実施しております。今後も税財

源の確保のため、徴収率の向上に努めてまいります。 

 次に、５ページ目の旅券関係でございますけれども、１月１５日から町民係の窓

口で旅券の申請、受け取りが出来るようになり、４０件の交付をいたしております。 

 次に、７ページ、環境関係でございますけれども、不法投棄監視カメラの設置工

事を発注いたしました。不法投棄の予防目的に町内２ヶ所に監視カメラを設置する

工事でございます。 

 次に、９ページ目、衛生関係でございますけれども、記載のとおり、各種予防接

種、健診等の事業を実施いたしております。また、子ども医療費・高校生医療費対

策事業につきましても、１１月から１月支払い分の件数及び支給金額を記載してお

ります。子育て世帯の負担軽減につながっているものと考えます。 

 次に、１１ページ目、介護保険関係でございますけれども、介護サービス利用件

数、地域包括支援センター等の活動、利用状況を記載しております。引き続き介護

予防を重視した施策の充実に努めてまいります。 



－4－ 

 次に、１２ページ目のまちづくり課の建設関係でございますが、道路改良工事等、

１０件の工事と測量業務委託等の７件の委託業務を発注いたしました。 

 次に、１４ページ目、上段でありますが、農林関係でございますけれども、豚流

行性下痢（ＰＥＤ）発生に伴い、旧東庄病院跡地に消毒ポイントを設置いたしまし

た。２月１日から２２日までの間で消毒車両台数は３５２台となっております。 

 次に、１５ページ、水道関係でございますけれども、配水管更新工事基本設計業

務委託を契約いたしました。新堀配水場から北ルートを横断し、東庄病院へ向かう

老朽管をより耐久性の高い配水管へ更新する工事の設計業務でございます。 

 最後に、１６ページ目、東庄病院の関係でございますけれども、診療状況におき

ましては、入院患者数が１日平均５４人、外来患者数が１１４人となっており、経

営は順調に推移しているものと認識をしております。 

 また、契約関係でございますけれども、保健福祉総合センターを含めた空調設備

の更新工事設計業務委託を契約いたしました。フロンガスの排出規制に対する工事

の設計業務でございます。 

 以上で、行政報告を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 教育長、五十嵐正憲君。 

教育長（五十嵐正憲君） 

 それでは、教育委員会の行政報告の主なものを申し上げます。 

 まず、１７ページ、１項目目の教育委員会関係でございますが、定例の教育委員

会を３回、教育委員・民生委員児童委員・学校長合同会議を記載のとおり開催いた

しました。 

 次に、２項目目の学校教育関係の報告の前に訂正をお願いいたします。学校教育

関係の平成３１年度東庄町立こじゅりんこども園児募集結果の前に（１）をつけ加

えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、２項目目の学校教育関係の報告をいたします。 

 来年度、笹川幼稚園、橘幼稚園の２園を閉園して新しく開設される東庄町立こじ

ゅりんこども園の平成３１年度の園児募集の結果については、２月２５日現在、該

当者８９名のところ、応募者６２名で、応募率は６９．６％となりました。 

 次に、１７ページ中段から１８ページにかけて学校教育の契約関係ですが、こじ
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ゅりんこども園関係の業務契約が２件、統合小学校関係の業務契約が３件、東庄中

学校関係の業務契約が２件の、幼、小、中、合わせて７件の契約を記載のとおり行

いました。 

 また、統合小学校関係では五つの小学校がスムーズに統合していけるように、記

載のとおり会議や児童交流事業を行いました。 

 次に、１８ページ中段の３項目目、生涯学習関係では、生涯学習事業、社会体育

事業、公民館事業を記載のとおりに行いました。主なものといたしましては、社会

体育事業の１項目目の１２月２日に行われたコジュリンマラソン大会は、町の内外

のランナー３５５名の参加をいただき開催いたしました。この大会には、元鹿島ア

ントラーズの本田泰人さんをゲストランナーとしてお招きして開催いたしました。 

 １８ページ下段からの公民館事業では、１９ページの宝くじ文化公演「ハートフ

ルコンサート」に３３５名、公民館まつりには８００名と、たくさんの町民を集め

て開催することが出来ました。 

 また、中段の社会教育関係では、１月１３日に公民館を会場に該当者の８３％に

当たる１０７名の新成人を迎えて東庄町成人式が行われ、新成人の新しい門出を町

を挙げてお祝いいたしました。 

 続いて、学校給食センター関係では、報告期間の総給食数は５万５，１２５食、

１日平均１，０６０食の給食を児童生徒に提供いたしました。また、第２回学校給

食センター運営委員会を２月２５日に開催いたしました。 

 最後に２０ページ、指定寄附では、今年度も１１月２８日に東庄町養豚経営者協

議会より豚肉のご寄附をいただきましたので、豚丼の給食を提供することが出来ま

した。２０２０年に新しい給食センターが稼働するまで現在の施設を使用して衛生

管理の徹底を図り、出来るだけおいしい給食を子供達に食してもらえるように努力

を続けてまいります。 

 以上で、教育委員会の行政報告を終わりにします。 

議長（城之内一男君） 

 これで行政報告は終わりました。 

 日程第５、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 １０番、山崎ひろみ君。 
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１０番（山崎ひろみ君） 

 おはようございます。通告に従いまして、本日の一般質問を行わせていただきま

す。 

 １月の臨時議会において、岩田町長の７期目の就任に当たる所信表明を伺わせて

いただきました。本日はその中から、今後の具体的施策についてお聞きしたいと存

じます。 

 ３１年度予算も前年に対して１５億円近くの増となっております。この４年の任

期中も岩田町長の手腕が発揮されることを大いに期待申し上げます。 

 初めに、防災対策について伺います。 

 町民の命を守ることは最重要課題と認識しております。東日本大震災から８年が

経ちました。また、近年は気候の変動による大雨、大風等で各地に大きな被害をも

たらしております。２月には地域防災計画案に対するパブリックコメントが実施さ

れていましたが、見直しの経緯、内容についてお聞かせください。 

 従来から国の「防災基本計画」があり、自治体が立てる「地域防災計画」などが

あります。それに加え、町会・自治会やマンションの管理組合などの地域コミュニ

ティーが災害時の避難方法などを自ら立案する「地区防災計画」が平成２５年の災

害対策基本法の改正で創設されました。これは東日本大震災で自治体の行政機能が

麻痺したのを教訓に２６年４月に導入されました。地域の特性に応じ、地区の範囲

や活動について柔軟に規定出来る制度となっています。災害発生時には自治体や消

防の公助が行われますが、より減災に大きな役割を担うのは、自助であり、共助で

あります。この視点に立てば、市区町村よりも小さな地域コミュニティーで作る地

区防災計画の必要性が浮かび上がってきます。この地区防災計画を立てる単位は、

町会や自治会、マンション管理組合や企業やＮＰＯ法人、商店街、学校、医療、福

祉施設なども主体となることが出来ます。 

 内閣府によると、地区防災計画策定状況の全国調査が初めて公表されました。昨

年４月１日時点で地区防災計画が市区町村の地域防災計画に反映されているのは２

３都道府県の４０市区町村、２４８地区で完成し、また、素案作成に向けて活動中

なのが４０都道府県の１２３市区町村の３，４２７地区であります。 

 素案策定段階にある地区を抱えた市区町村数が、全国に１，７４１ある自治体の

１割にも満たず、計画策定のための説明会開催や町内会への呼びかけをしているの
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は全体の約１５％の２６０自治体で、７３自治体は制度自体を知らない状況であり

ました。制度の普及、啓発活動について「行う必要はあるが、行えていない」と答

えた自治体は全体の約６割に及んでいます。今後、各地域で地区防災計画の策定が

進むことが町全体の災害対応力の向上につながるとも考えますが、これに関する認

識、また地域への周知方法をお伺いいたします。 

 次に、子育て、教育について伺います。 

 ３１年度予算は、学校給食センター建設や統合小学校の大規模改修などに多くの

予算が組まれております。「こじゅりんこども園」もスタートします。町はこれま

でも１８歳までの医療費無償化や学校給食費の全額助成、更に来年度は国の施策を

前倒しして５歳児保育料の無償化など、町の将来を担う子供達のための施策を先駆

けて実施していただいております。生意気ではありますが、私個人的には、この４

年間は岩田町政の総仕上げではないかと思っております。我が町を担う大事な子供

達であります。将来を見据え、子育て、教育に関してどのような施策をお考えなの

かお聞かせください。 

 次に、町民の健康を守る予防医療等の取り組みについて伺います。 

 我が町は、後期高齢者一人当たり医療費、また国民健康保険の一人当たり医療費

が共に県内で最も低い自治体であり、地道な努力が実を結んできたとありますが、

町民はこのことに関してどのような認識でいるでしょうか。自分が支払った医療費

の金額や健康保険料の負担のことしか浮かんでこないのではないでしょうか。私は

町保健推進協議会の委員をさせていただいており、会議に出席する機会があります。

担当課は町民の健康を守るため、周辺の市町、更には全国の状況にもアンテナを高

くして仕事に取り組んでくれています。このことは高く評価したいと思います。が

しかし、予防医療の重要性、成果を町民にもっと理解していただく必要があるので

はないでしょうか。そこで３０年度の事業実績及び３１年度の事業計画について主

な内容、課題について、更にこれから特に取り組んでいく施策等があればお聞かせ

ください。 

 次に、高齢者が元気で安心して生活出来る環境整備及び居場所づくりについて伺

います。 

 町の高齢化率は年々高まっていくことは避けられない状況にあります。高齢者の

みの世帯も益々増加してまいります。前回も外出支援バスのことについては質問さ
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せていただきましたが、町長の所信表明の中で、使い勝手の良い巡回バスに、また

巡回バスを補完する新たな交通システムを検討するとありますが、これはすぐにで

も取り組んでいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

 町内で高齢者が生活するのに、移動手段は一番大きな問題かと考えます。更に居

場所づくりも重要かと思います。町では、現役で農作業をされている方やシニアク

ラブ等で活動されている方達は大変お元気だと見受けられます。一方、会社を退職

されてからしばらくすると個人によって大きな違いが出てきます。人は生きがいを

持たないと体も気持ちもどんどん老け込んでしまいます。二世代、三世代で暮らし

ていても家の中での会話は本当に少なくなっています。外に出て人に会い、おしゃ

べりをして体を動かすことが心身共に健康でいられる秘訣だと考えます。同世代の

仲間と会話し、笑うこともとても大事だと思います。車を運転出来る期間と車を運

転出来なくなった時、両方の対応が必要と考えます。高齢者のための環境整備及び

居場所づくりについて、町の見解をお聞きしたいと存じます。 

 以上で１回目の質問を終わります。この後は自席にて一問一答方式で行わせてい

ただきます。 

議長（城之内一男君） 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、山崎議員の質問にお答えをいたします。 

 初めに、防災対策についてのご質問でありますが、地域防災計画の見直しの経緯

でございますけれども、今回の見直しは災害に強い、そして安心安全なまちづくり

の実現に向けた総合的な防災、そしてまた危機管理体制の整備、充実を図るため、

これまでの課題等を検討し、国の防災基本計画の修正や防災関係の法令の改正、千

葉県地域防災計画の修正などと整合性を図り、改定を行うものであります。 

 内容といたしましては、東日本大震災、また熊本地震等の教訓を踏まえまして、

自分の命は自ら守る、減災意識の醸成等を初めとする災害対策の強化、台風、集中

豪雨、土砂災害等の教訓を踏まえた避難対策の強化、土砂災害対策の強化、その他、

国の防災基本計画、県の地域防災計画の修正を反映した見直しを行っております。 

 去る３月１日に防災会議を開催いたしました。そしてまたその席で了解をいただ

きましたので、年度内の策定に向け、事務を進めてまいります。議員各位には議会
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最終日の全員協議会において概要を説明させていただく予定でございます。 

 次に、子育て、教育に関する施策についてでございますが、子供は町の宝であり

ます。情緒豊かに元気に成長し、将来、大いに社会で活躍してもらいたいと思って

おります。そのためには教育環境を整備すると共に、子育て支援を充実させてまい

りたいと思っております。 

 まず、東庄小学校の開校に向けて、現笹川小学校の大規模改修、そしてエアコン

の設置、また中学校のエアコン設置、更には駐輪場の整備と共に、給食センターの

建設を進めてまいります。 

 また、小学校の敷地内に放課後児童クラブを建設いたします。更にこの４月に二

つの幼稚園を統合いたしまして認定こども園としてこじゅりんこども園をスタート

させます。幼児教育の充実を図ってまいりたい、このように考えているものであり

ます。 

 次に、子育て支援についてでございますが、国が本年１０月から始める幼児教育、

保育の無償化を５歳児について４月から前倒しして実施をいたします。１８歳まで

の医療費無償化や給食費の無償化は引き続き、きっちりと継続して予算化してまい

る予定であります。少しでも保護者の負担軽減につながればと思っております。実

際、私は個人的にはこう考えております。義務教育ということで、今までは小学校

に上がる子供が義務ということで国がその支えをしてまいりましたけれども、出生

した子供が１８歳、いわゆる今、選挙権のある年齢まで育てることは国の義務と私

は思っております。各町村が云々よりも、やはりこれは義務化をしていくべきだろ

うと。子供にかかる経費は全部国が見るということが基本であると私は思っており

ます。もう国においては、どこの国とは申し上げませんが、それを実施している国

があるわけでありますが、それはやはり日本の国そのものも将来的には考えていく

べきだろうと、このように思っております。 

 次に、予防医療についてでございますが、病気にならない、病人を作らない施策

として、予防接種、がん検診等の無償化、人間ドックの費用助成を継続してまいり

ます。特定健診の受診率は県内市町村でも最も高い自治体となっておりますが、引

き続き受診率の向上、そして病気の早期発見、早期治療につなげてまいりたいと、

このように考えております。 

 次に、高齢者の居場所づくりでありますが、重要な課題の一つであります。地域
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の公民館、青年館、そしてまた空き家等の利用の他、シルバー人材センターの活力

を維持する一つの有効な居場所として捉え、高齢者の居場所づくりに検討してまい

りたいと、このように考えております。 

 以上でありますけれども、これはやはり最近の傾向として、コミュニケーション

が非常に少ないということも大いにあると思います。近所の声のかけ合いも大きな

一つだと思っております。この問題についても今後、区長会等を通じて徹底を図っ

てまいりたい、このように考えております。 

 以上であります。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 私の方から、防災対策の地区防災計画の件と、それから外出支援バスの利便性の

向上、これを補完する新しい交通システムについて、この２点についてお答えをさ

せていただきます。 

 まず、地区防災計画についてお答えをいたします。 

 災害被害を最小限にするためには、地域コミュニティーにおける自助、共助が大

変重要なものであると認識しております。東庄町は各区を自主防災組織と位置づけ

ており、地域住民が連携し、協力し合って防災活動を行っていただくことを想定し

ております。 

 各区の区長様方には、行政協力員の災害対応マニュアルを配布し、協力をお願い

しております。また、今後は自主防災組織運営マニュアルのひな型等を配布し、各

区の皆様に組織としての体制づくりの周知啓発を行っていく予定でございます。地

区防災計画につきましては、この自主防災組織を主体とし、区に加入していない世

帯等も含め、策定出来るよう、支援の出来る体制を検討してまいります。 

 次に、外出支援バスの利便性の向上と、これを補完する新たな交通システムにつ

いては、運行予定や時刻表の見直しを進めると共に、福祉部門と協議しながら高齢

者の新しい交通手段の確保を検討してまいりたいと考えております。 

 私からは以上です。よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 
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健康福祉課長（海上 孝君） 

 私からは、町民の健康を守る予防医療等の取り組みについてお答えをいたします。 

 保健衛生事業の平成３０年度実績の主なものにつきましては、人間ドック助成事

業、ピロリ菌検査、各種がん検診、予防接種事業、子ども医療費等助成事業、特定

不妊治療助成事業、子育て世代包括支援センターの開設、産後ケア事業、子育てモ

バイルサービスなどでございます。 

 ピロリ菌検査につきましては、若い世代の受診を促進していく必要があるため、

２５歳、３５歳に加え、平成３０年度からは２０歳の方へピロリ菌検査を実施いた

しました。周知方法につきましては、個人通知により行いました。 

 各種がん検診につきましては、広報、個別通知等で周知をいたしました。前立腺

がん検診を除く各種検診については１，０００人以上の方が受診をしております。 

 予防接種事業につきましては、乳幼児の各種予防接種、高齢者のインフルエンザ

及び肺炎球菌ワクチン予防接種の助成費用を行いました。 

 子ども医療費等助成事業につきましては、ゼロ歳から中学校３年生までの医療費

及び高校生等の医療費について全額助成しております。 

 特定不妊治療助成事業につきましては、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図

ることを目的に平成２７年度から実施した事業で、１年度当たり１０万円を限度に

助成するもので、３件、３０万円の助成を行いました。 

 子育て世代包括支援センターの開設、産後ケア事業及び子育てモバイルサービス

につきましては、平成３０年度から新規に実施したものでございます。子育て世代

包括支援センターにつきましては、妊娠、子育てに関する各種相談に応じ、母子保

健と子育て支援の両面からサポートをする身近な相談窓口で、保健師等の専門スタ

ッフが関係機関と連携しながら、妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートする

ため、保健福祉総合センター内に開設したものでございます。 

 産後ケア事業につきましては、出産後に家族等から十分な家事、育児等の援助が

受けられない産婦及びその乳児に対して、休養の機会を提供し、出産後の母体を保

護すると共に、心身のケア、育児の支援等を行うものであり、事業は委託して実施

しております。 

 子育てモバイルサービスにつきましては、予防接種、周辺医療機関、町からのお

知らせなどの子育て情報を配信するモバイルサイトで、登録は無料でございます。
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３月１日現在、１７３名の方が登録をしております。平成３０年度の実績から課題

として、若い世代へのピロリ菌検査の周知方法、がん検診で精密検査対象となった

方への受診勧奨等でございます。 

 続いて、保健衛生事業の平成３１年度の事業計画でございますが、平成３０年度

に実施した事業に加え、幼児の虫歯の罹患率が多いことから、幼稚園児を対象にフ

ッ素物洗口事業を、風しん対策として１９６２年４月２日生まれから１９７９年４

月１日生まれの男性を対象とした風しん抗体検査及び予防接種、成人の風しんワク

チン予防接種、助産師による母子保健相談、骨髄移植ドナー支援事業助成金事業、

不育症助成金事業などを計画しております。 

 私からの答弁は以上です。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 町長、また担当課の答弁、ありがとうございます。それでは再質問させていただ

きます。 

 初めに、防災対策についてですが、我が町は各区を自主防災組織と位置づけてい

ますが、区民の皆さんの認識はどの程度あるとお考えですか。また、昨今は区に加

入しない世帯や区を抜ける世帯も多く見られますが、町の認識をお聞きします。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 自主防災組織に関する区民の認識についてお答えをいたします。各区の区長様方

には区長会の総会、まちづくり会議等において、災害対応マニュアルを配布し、協

力をお願いしておりますが、各区の皆様には、更なる組織としての体制づくりの周

知、啓発が必要であると認識しております。自主防災組織は、地域住民による防災

活動、共助の役割を担う組織であり、地域住民の自発的な防災活動の拠点として平

常時から地域ぐるみで防災意識を高め、防災訓練や物資の備蓄等を行い、災害時に

は行政機関の救助、救援活動等の補助・補完を行っていただく組織でございます。

各区の皆様には地域の特性に合った自主防災の体制づくりをお願いし、各区で独自

の自主防災組織を運営出来るよう、支援してまいりたいと考えております。 
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 また、区に加入しない世帯、区を抜ける世帯については、地域の防災体制におい

て課題として認識しております。自主防災組織を主体として、区に加入していない

世帯等も含めた体制づくりが必要であると考えております。 

 私からは以上です。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 はい、ありがとうございます。 

 防災計画は決まり事で、作らなければならないことは理解いたしますけれども、

紙ベースで型にはまった計画を作っただけでは機能しないのではと考えます。町民

への周知や防災訓練、避難訓練等も実施するべきだと考えますし、一人一人が認識

し、意識することが大事だと思います。その上で、地区防災計画の必要性について

はどのようにお考えですか。更に、私は前々から提案してまいりましたが、現在は

区の中に女性の声があまり反映されていないのではと考えます。女性防災委員など

の位置づけが必要と考えますが、町の見解をお聞きします。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 地区防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成２６年に創設された制度で

ございますが、区に未加入の世帯等への対応を考えますと、今後は必要になってく

ると認識をしております。 

 また、女性防災委員の設置につきましては、各区の皆様に組織としての体制づく

りの周知、啓発を行っていく中でお願いしてまいりたいと考えます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 地区防災計画は、地域の防災力を高める役割があり、共助を膨らませることが目

的とのことです。地域のつながりが希薄化している現在、いざとなれば何とかなる

という時代ではないと思います。いざ災害が発生したら自分はどう行動するのか、
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そして周囲の人達と、どう協力するのか、そういったことを頭の中に入れておく必

要があると思います。現実性のある計画が大事だと思います。そして、その中には

女性の役割も大いに必要になってくると考えます。町が主導して進めていけること

を望みます。 

 次に、子育て教育に関する施策ですが、私が町内を回って議会報告をさせていた

だきますと、最近は子育て支援ばかりだねと言われることがあります。年寄りのこ

とももっとやってくれよということかもしれません。高齢者には元気で生活してい

ただくことは何より重要ですが、この先、高齢者を支えてもらう子供達を、またそ

の子育てしている世帯を応援していくことが町の将来のためです。町長にはこれか

らも一歩先を行く施策を展開し、子育て、教育に更に力を入れていただくことを強

く望みます。 

 次に、予防医療の取り組みについて伺います。 

 胃がんによる死亡が県内ワースト１位という結果が出ていましたが、取り組みに

ついて伺いたいと思います。 

 また、子供の虫歯になっている数がダントツに悪い現状にあります。これは大変

危惧されることと思いますが、この対策について町はどのようにお考えでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、胃がんによる死亡が県内ワースト１位であるが、その取り組みについ

てということでございますが、胃がんの死亡要因については、喫煙、過度の飲酒、

塩分の過剰摂取、ピロリ菌の感染などと言われております。現在、２０歳、２５歳、

３５歳を対象に、ピロリ菌検査を実施しておりますが、各世代とも１割前後のピロ

リ菌陽性者が出ております。また、受診率については低い状態が続いているため、

町の胃がんによる死亡やピロリ菌陽性者が多いという現状を周知し、若い世代の受

診を促進すると共に、周知方法についても工夫し、受診率の向上に努めてまいりた

いと思います。 

 また、ピロリ菌陽性者には除菌を実施するように働きかけていく予定でございま

す。 

 喫煙、塩分の過剰摂取、適正飲酒など、生活習慣の改善については、各種健康教
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室などで周知していく予定でございます。 

 胃がんに限らず、現在、二人に一人ががんに罹患するというデータがあります。

男性の胃がんの５３．１％、女性のがんの２７．８％は生活習慣や感染が原因と言

われており、積極的に生活習慣の改善を町民に働きかけていく予定でございます。 

 続いて、子供の虫歯になっている数が悪い状況であるが、この対策についてとい

うことでございますが、平成３１年度の事業計画でも申し上げましたように、幼稚

園児を対象に歯科医師による健康教育、歯科衛生士によるフッ素物洗口事業を計画

しております。また、幼児の各種健診等で歯科教育について周知していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 胃がんについては、食生活の指導と検診が重要かと考えます。町民への啓発活動

になお一層努力していただきたいと思いますし、ワースト１位の汚名は返上してい

ただきたいと思います。 

 子供の虫歯については、幼稚園児を対象に新たな事業を計画しているとのことで

すが、将来的にも病気を発症させる大きな原因ともなります。それほど大変な状況

だと保護者の認識を促し、改善されることを望みます。 

 予防医療の成果はすぐに目に見えて結果が出るというものではないと思います。

若い世代にもっとＰＲしていただき、また、町民の皆様にも元気で頑張っていると

自覚してもらうことも大事かと考えますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、３０年度から子育て世代包括支援センターが開設されましたが、利用状況

をお聞きします。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 子育て世代包括支援センターの利用状況についてですが、これまでも実施してお

りました母子手帳交付時全件面談、乳児家庭全戸訪問、各種相談に応じた情報提供、

助言、保健指導の実施、関係機関との連絡調整に加え、支援プランの策定、産後ケ
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アなどを行っております。 

 件数につきましては、母子手帳交付５２件、訪問活動６２件、窓口相談８９件、

電話相談５５件、支援プランの策定５２件、産後ケアは申請４件で実績２件、延べ

１０回の利用がございました。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 産後ケアですけれども、今、児童虐待が大きな社会問題になっております。色々

なケースがあるようですが、産後鬱が引き金で虐待に発展してしまうケースもあり

ます。早く気づいてあげ、サポートしてあげることが大事かと考えます。妊娠、出

産から育児までの悩みに対応し、親子を切れ目なく支援するのが子育て世代包括支

援センターの役目と認識しております。子育てに安心感が増すことで、出生率の向

上にもつながればと考えます。更に充実されることを望みます。 

 次に、３１年度事業計画で骨髄移植ドナー支援事業助成金事業を予定していると

のことですが、内容をお聞きしたいと思います。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 骨髄移植ドナー支援事業助成金事業についてですが、対象者は、東庄町に住所を

有し、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、町税等を滞納していない

者、また骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、

これを証明する書類の交付を受けた者などでございます。 

 助成金額は、通院等の日数に２万円を乗じた額で、７日間を上限とする予定でご

ざいます。実施日ですが、要綱等を整備し、平成３１年４月から実施する予定でご

ざいます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 
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 皆さんもご存じのように、競泳の池江選手が白血病になり、多くの人が周知する

ようになった骨髄ドナー制度です。骨髄移植ドナー支援事業助成金について、我が

町はその報道がされる前から事業に取りかかろうとしていました。これもまた、職

員の皆さんがアンテナを高く仕事に取り組んだ成果かと思います。これからも引き

続き町民のために努力をお願いいたします。 

 次に、高齢者の環境整備及び居場所づくりについてですが、現在あるシルバー人

材センターを事務所及び作業所を１ヶ所に移して、仕事があっても無くても常に人

が集まれる場所にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 シルバー人材センター事務所等の移転等についてでございますが、現在、シルバ

ー人材センターの事務所と作業をする場所が離れております。作業をする場所につ

いては、狭く、雨天の場合、障子の張りかえ等をすることも困難な状況でございま

す。また、シルバー人材センター事務局より、事務所と作業をする場所を１ヶ所に

したいとの要望もありますので、今後、小学校跡地利活用の公募の状況等を見なが

ら、場所については検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 ありがとうございます。 

 私も小学校の跡地の１ヶ所はシルバー人材センターと併せ町民が利用出来る場所

にすべきと考えております。ぜひ実現出来るよう、お願いいたします。 

 さて、その上でシルバー人材センターは主に一人でも車等でそこの場所まで出か

けていき、活動出来る方達かと思います。それと合わせ、もっと高齢になり、車を

運転することが困難になった方、又もともと車を運転出来ない方が気軽に集まれる

場所も必要かと思います。現在、あまり利用されていない各区にある集会所、青年

館を有効利用するのが良いと考えますが、使用料が発生することから、有効利用に

至っておりません。町として助成金等を出すという考えはありますか。 
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議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 各区にあります集会所、青年館を使用した場合、使用料が発生するということは

認識をしております。集会所等を利用した場合の助成金等についてでございますが、

ご意見として承り、今後、検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 １０番、山崎ひろみ君。 

１０番（山崎ひろみ君） 

 是非、検討をお願いいたします。 

 最後に、町長も述べられていましたが、現在、運行ルート等を見直し、検討して

いる外出支援バスと並行して別のシステムも必要かと思います。デマンド交通シス

テムとして町のタクシー会社が無理な状況であるならば、他の地域では交通弱者の

足となり、自分の車で有償ボランティアとして活動しているところもあります。全

国各地の状況を精査して、我が町に合ったシステムを作るべきと考えます。時間を

かけ、ゆっくり検討している現状ではないと思います。すぐにでも検討する機関を

立ち上げていただくことを要望いたします。 

 町長の所信表明は４年間の決意であります。私達議員も町民のためにというのが

最大の使命であります。私はこれからも町民の声を届けるため、一生懸命働きます。

町長におかれましては、全国の先進事例をたくさん見聞きしていらっしゃいます。

我が町に取り入れられることは取り入れて、最高のまちづくりをお願い申し上げま

して、本日の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（城之内一男君） 

 以上で、山崎ひろみ君の一般質問を終わります。 

 次に、４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 改めまして、おはようございます。 

 それでは質問させていただきます。 

 質問事項１、東庄町の公園等の利用について。質問要旨１、町や県などの管理し
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ている公園の過去３年から現在までの利用状況や今後の整備計画等について伺いた

い。併せて要旨２、町民への周知方法はどのようにしているか伺いたい。 

 それでは、町や県の管理している公園の利用状況について伺います。 

 東庄町では、東庄町県民の森、ふれあい公園、雲井岬つつじ公園、コジュリン公

園、石出堰親水公園など、幾つもの公園がありますが、それぞれの公園の利用状況

や過去３年ぐらいまでの利用状況を教えていただきたい。また、今後の整備計画や

住民等に対する周知方法についても併せてお伺いいたします。 

 それでは最初に、千葉県が管理している東庄町県民の森について伺います。 

 県民の森については、年間のイベント等の内容はチラシや広報等で目にしたこと

がありますが、イベント時と通常の利用状況は比較してどのようになっていますか。

次の質問として、県民の森の行事で町が参加している行事は年何回ぐらいあります

か。 

 続きまして、ふれあい公園について質問いたします。 

 ふれあい公園は、現状はグラウンドゴルフの専用施設のようになっているように

見受けられますが、グラウンドゴルフ以外に利用する町民は過去３年ぐらいでどの

ぐらいですか。 

 また、ふれあい公園の低地部分にローラースケート場が整備されていますが、管

理があまりされていないように思われます。今後の運営や利用方法について伺いた

い。 

 次に、雲井岬つつじ公園の状況について伺います。 

 現在、５月につつじ祭りを開催されていますが、その他のイベント等を含めた過

去３年間の利用状況をお伺いします。また、平成３１年度に公園の拡張整備を計画

しているようですが、利用者の増加の見込みや利用計画についてお伺いいたします。 

 続きまして、コジュリン公園についてお伺いいたします。 

 コジュリン公園は、駐車場が使用出来ない状況ですが、利用状況はどうなってい

るかお伺いします。また、３５６号バイパスの開通まで維持管理だけを行っていく

のか、今後の予定について併せてお伺いいたします。 

 最後に、石出の親水公園についてお伺いいたします。 

 現在、親水公園の遊歩道で一番奥まったところは通行出来ないように感じていま

すが、今後の整備計画や住民への周知をどのように行っていくのかお伺いいたしま
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す。 

 以上で、一括質問についてはこれで終わりとなります。次回からは一問一答方式

で自席にて行います。よろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、佐久間議員からの質問にお答えをいたします。 

 最初の質問の県民の森の利用状況についてお答えします。 

 県民の森は、年間４５回程度のイベントを実施しており、イベント開催時の方が

通常よりも多くの方が利用しているような状況でございます。なお、町が参加して

いるイベントは、春の祭りと秋の祭りの２回です。 

 続きまして、ふれあい公園についてお答えします。 

 ふれあい公園のグラウンドゴルフ以外の利用状況についてですが、無料開放の公

園のため、利用者数等につきましては把握出来ておりません。また、ふれあい公園

低地部のローラースケート場として整備してある箇所の管理状況ですが、年間４回

の除草や年間１回程度の木の剪定を行っています。 

 次に、雲井岬つつじ公園の利用者数についてですが、年間の利用者数については

把握出来ていませんが、４月下旬から５月中旬まで実施しているつつじ祭りの期間

については、約５，０００人程度の方が来場されております。 

 また、公園の拡張計画につきましては、前工事としまして、平成３０年度には公

園の流末排水整備工事などを実施しており、平成３１年度に公園の南側の２，２０

０平方メートルの畑地を約２，５００万円の工事費をかけて整備拡張する計画です。

既に農地法５条の転用許可も受けているような状況でございます。 

 続きまして、コジュリン公園の利用者数についてですが、コジュリン公園は自然

公園のため、訪れた方の数は把握しておりません。また、駐車場につきましては、

河口堰、町民広場の駐車場を利用していただき、利根川の堤防などの散策や河口堰

や鹿島臨海工業地帯の景色を含めて全体で楽しんでいただきたいと考えております。 

 今後の管理計画につきましては、現在、年２回の除草作業と毎月１０回のトイレ

清掃を行っております。コジュリン公園は今後も豊かな自然を生かした治水公園と

して管理していきたいと考えております。 
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 最後に、石出の親水公園でございますが、親水公園の利用状況についても無料開

放の公園のため把握出来ていません。また、遊歩道については、通り抜け出来るよ

うに維持管理をしております。ただし、管理用地の一部については、公園として整

備したものではありませんので、通り抜け出来ない箇所もあります。 

 整備計画につきましては、現在、計画はございませんが、適切な維持管理に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 それでは、これから一問一答方式でお願いします。 

 まず、県民の森について質問します。 

 先程答弁で、県民の森の春のイベント、秋のイベントというものに参加している

とのことですが、それはどのようなイベントなのでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 県民の森のイベント、春の祭りと秋の祭りについてですが、山野草の展示や朝市、

フリーマーケット、模擬店などを出店しており、その中で東庄町は特産品やゲーム

などの出店に参加をしております。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 同じく県民の森について質問します。 

 町が集計した２９年度のデータによると、県民の森の年間利用者数が約５万７，

０００人、東庄ゴルフで約４万４，０００人、東庄町観光いちご園で約３万６，０

００人という数字ですが、県民の森のチラシ等によると、年間イベントがだいたい

４５、募集定数が２，８８０人程度ですが、５万７，０００人の数というのは、こ

れは異常な数のように思えるのですが、この辺はどのような数え方をしているのか、

ちょっとお願いします。 
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議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 県民の森の数字は、議員のおっしゃる数字に相違ございません。来場者の数え方

としましては、県民の森に確認しましたところ、午前と午後、１回ずつ園内を回っ

て、会った人数や駐車場の駐車台数で、１台を二人としてカウントした数字とのこ

とでございました。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 多少盛ってあるのかなという感じもしないではないですけれども、わかりました。 

 続きまして、ふれあい公園のローラースケート場について質問します。 

 今、ローラースケートをやっている人は少ないと思うのですが、例えば、ローラ

ースケート場を安全な子供達が使える電動のゴーカートみたいなものを使用しては

いかがですか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 ふれあい公園のローラースケート場の使用方法についてですが、ローラースケー

トの使用にとらわれず、危険性がないものについてはゴーカートやスケートボード、

小さい子供の自転車の練習場、あるいはラジコンカーのコースなどで使用していた

だいても構わないと考えております。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 それと、ふれあい公園の低地部分ですよね。ちゃんとトイレも整備されているし、

何か利用されていないように思うのですけれども、この辺の箇所をバーベキューな

んか出来るようにすると子供連れやなんか、グループで使えるような施策をしたら

どうでしょうか。 

議長（城之内一男君） 
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 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 バーベキューなどに利用する場合、水道施設が必要となります。また、洗い物等

の汚水処理のための合併浄化槽なども必要となります。そのため、施設を整備する

には多額の費用がかかることが予想されます。今のところ、そのような設備を整備

するような予定はないのが現状でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 それと、ふれあい公園なんですけれども、案内板が欠落していて、見えないよう

な状況になっているんですよね。もう少しわかりやすい案内板を掲示したらどうで

しょうか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 現地の方を確認させていただきまして、出来るだけ対応させていただきたいと考

えております。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、雲井岬つつじ公園について質問いたします。 

 先程の答弁で、２，５００万円もかけて拡張整備をするという予定があるとのこ

とですが、それほど経費をかける費用対効果があるのでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 雲井岬つつじ公園の拡張整備計画についてですが、町の木でありますオオムラサ

キが咲き誇る雲井岬つつじ公園は、町が管理している公園の中でも観光公園として

期待しております。年間を通じて集客が出来るように整備を行いたいと計画してお
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ります。また、集客が向上することによりまして、トイレなどの改修を行う際には、

千葉県からの補助金などの対象となります。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 その２，２００平方メートルは、これは買い取りですか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 整備する土地は１０年間契約で、年間約１１万円の賃貸借契約を締結して借りる

土地でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 それで、２，５００万円はどのような、どこにどう２，５００万円かかるのです

か。芝生を植えるだけではないんですか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 主だった工事内容につきましては、水はけを良くするための排水施設のＵ字溝の

設置、幅３メートルの遊歩道の整備、それから擬木柵、そして手洗い場、ベンチ等

の設置です。また、芝生広場を作り、つつじの植え込みなども計画をしております。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 大体わかりましたけれども、つつじまつりの期間中に約５，０００人が集まると

いう話ですが、公園の駐車場を常備されているのは、３０台程度しか機能しており

ませんよね。近隣の住民などは、これ迷惑かかっていないんですか。 

議長（城之内一男君） 
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 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 議員のおっしゃるとおり、雲井岬つつじ公園の駐車場だけではつつじまつりのイ

ベントの時には足りません。従いまして、東大社や宮本区民館の敷地、そして橘保

育園の駐車場をお借りして対応しているような状況でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 わかりました。 

 続きまして、コジュリン公園について質問します。 

 先程の答弁では、コジュリン公園は自然公園という答弁でしたが、自然公園の他

に何か利用方法はないのでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 コジュリン公園についてですが、河口堰からコジュリン公園にかけては、国内有

数の広大なヨシ原湿原が広がり、世界的にも珍しい絶滅危惧種のコジュリン、オオ

セッカなどの繁殖地です。国土交通省の利根川下流河川事務所では、現在、河口堰

周辺のヨシ原再生などの利根川下流自然再生事業を行っております。町も希少な生

態系を守るため、連携して協力していきたいと考えております。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 河口堰周辺は素晴らしい自然環境があるというＰＲが足りないのではないでしょ

うか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 河口堰周辺のＰＲについてですが、毎年５月に利根川下流河川事務所が主催でコ

ジュリン・オオセッカ観察会を実施しております。そこで講師をしてくださった専
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門家の方にお願いし、東庄町に生息する貴重な鳥を広報で紹介をしております。 

 今年の１月号には、タカの仲間の希少種のチュウヒ、３月号にコジュリンをその

後はオオセッカについて掲載する予定です。また、コジュリン観察会については、

今年も利根川下流河川事務所に開催をお願いしており、広報等で知らせるような予

定でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 わかりました。よろしくお願いいたします。 

 最後に、石出堰の親水公園について質問します。 

 石出堰親水公園ですが、公園の一番奥まったところ、木の枝が垂れ下がっていて、

通行に支障がある箇所が何ヶ所かあるようですが、維持管理はどのようになってい

ますか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 石出堰親水公園につきましては、年４回の除草作業等を行っていますが、木の枝

等で支障が生じた場合には、現地を確認させていただきまして、対応いたします。 

議長（城之内一男君） 

 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 親水公園については、以前、ドッグランに使用したいというような要望があった

ように見受けられますが、その辺はいかがですか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 石出堰親水公園は、ため池の周辺の水辺空間や自然を活用するため、地域用水環

境整備事業の一環として整備をいたしました。その整備目的に沿った方法で今後も

使用していきたいと考えております。 

議長（城之内一男君） 
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 ４番、佐久間義房君。 

４番（佐久間義房君） 

 わかりました。 

 最後に私から町への要望です。 

 東庄町は年間数多くのイベントを開催し、それなりの集客がある東庄町県民の森、

ローラースケート場などの出来るふれあい公園、４月に桜、５月につつじが咲き誇

る雲井岬つつじ公園、日本有数の広大な芦原湿原が広がり、世界的にも希少種の鳥

が生息し、自然豊かなコジュリン公園、水辺空間を利用して整備した石出堰親水公

園など、東庄町にはそれぞれ特徴がある公園などが幾つもあります。しかしながら、

広報活動など、ＰＲが十分ではありません。今後は他の市町村の多くの方が遊びに

来られるような魅力的な公園づくりのため、維持管理や整備をしっかりしていただ

き、ＰＲ活動にも力を入れて公園の集客数や利用率の向上に努めていただきたいと

要望します。 

 これで私の一般質問を終わります。 

議長（城之内一男君） 

 以上で佐久間義房君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午前１１時２０分からとします。 

（午前１１時１２分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 それでは、一般質問をさせていただきます。 

 まず、質問事項１、まちづくりについて。 

 この２５年間で本町の人口は２１％を超える人口減少があり、過疎地域に指定さ

れました。この人口減少対策として、いろいろな施策を行ってきましたが、その効

果は上がっていません。まちづくりをする上で行政と議会は車の両輪に例えられま

すが、今までは行政が全ての議案を立案し、議会の承認を得て物事が決まっていま

した。これでは一輪車ではないでしょうか。行政も議会も町民の負託を受けた機関
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であり、町民から信頼されなければなりません。この先２０年後の東庄町が、活力

があり、穏やかに生活出来ることを願うものです。 

 まちづくりについて、基本的な問題から質問します。 

 １、過疎地域に指定された要因は何だったんでしょうか。見解を求めます。 

 次に、質問事項２、ヘリコプターによる農薬の空中散布について。 

 ヘリコプターによる農薬の空中散布により、水稲の病虫害の発生予防と防除に貢

献してきたことは間違いありません。しかし、ヘリコプターによる水稲の病虫害防

除を始めた時と現在では、ヘリ防に対する認識は大きく変わっています。 

 初めてヘリ防が行われたころに化成肥料が使われ始めました。化成肥料の大量使

用と共に、収量も倍増しました。今までの有機肥料中心の栽培では病虫害がほとん

ど発生しませんでしたが、化成肥料を投入し過ぎると茎葉が繁茂し過ぎて病虫害の

発生原因となりました。戦後の食料が不足していた時代は、食料の増産が求められ

ました。食の安全性や環境への配慮は二の次となりました。 

 今、食に対する人々の関心は、おいしさと安心安全を求めるようになりました。

２０２０年東京オリンピックにおいても、安心安全な食材を使った食事が提供され

るということです。安心安全な食材と健康についても関心が高まっており、アスリ

ートの皆さんは、毎日の練習と同じように食事にも気を使っているとのことです。 

 空中散布される農薬により、水辺の小さな生き物達が姿を消してしまいました。

特に蛍は全く見ることが出来ません。小さな生き物がいなくなっても人間は大丈夫

だと思うかもしれませんが、人間にもじわりと影響しているんだと思うことがあり

ます。利根川流域の水田地帯では、がん患者が多いということを聞いております。 

 このように、ヘリ防を始めた頃と比べると、今はデメリットが多過ぎます。ヘリ

防は即刻中止にすべきと思います。見解を求めます。 

 以上で一括の質問を終わります。次からは自席にて一問一答で行います。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、高木議員のご質問にお答えをいたします。 

 質問事項１、まちづくりについての質問要旨１、過疎地域に指定された要因につ

いてお答えをいたします。 
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 当町は昭和３０年に合併し、誕生いたしましたが、国勢調査では合併の昭和３０

年から昭和４５年まで人口は減少しています。その後、住金住宅団地が造成された

ことにより、昭和６０年までは増加に転じましたが、平成２年からは再び減少とな

り、現在に至っております。 

 平成２年、国勢調査人口と平成２７年、国勢調査人口の２５年間の減少率が２１．

３％となり、過疎法に定める２１％以上の減少要件に該当となり、平成２９年４月

に過疎地域に指定されました。 

 また、出生数と死亡数の差である自然増減は、平成４年度以降は毎年マイナスと

なっており、近年は年間１００人以上のマイナスとなっております。これは未婚率

の増加や合計特殊出生率の低下により、子供の数が減少したことが要因と考えられ

ます。 

 転出数と転入数の差である社会増減も毎年マイナスとなっておりますが、人口減

少に占める割合としましては、自然減の要因が高くなっていると考えられます。 

 私からは以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、ヘリコプターによる農薬散布の空中散布についてお答えをいたします。 

 ヘリコプターによる農薬の空中散布を即刻中止すべきとのことですが、散布を希

望しない水田は散布区域から除外をしております。また、今後、空中散布は農家の

希望の有無に対し、よりきめ細かく対応するため、有人ヘリコプターによる散布を

減らし、無人ヘリコプターによる散布へシフトしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 それでは、２回目からは一問一答で行いたいと思います。 

 まず、質問事項１の方からお願いします。 

 この東庄町のＧＤＰ、農業や米等について、どのようになっておりますか。 

議長（城之内一男君） 
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 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 議員のご質問にありました東庄町のＧＤＰということでございます。 

 ＧＤＰは国内総生産ということでありますが、該当する町の統計情報はございま

せん。参考数値といたしまして申し上げたいと思います。 

 まず、平成２７年、農業関係産出総額１５５億２，０００万円。そして比較する

ということで、２０年前の平成７年になりますが、農業関係産出総額が８８億２，

０００万円。また、平成２６年、商業関係販売額が１４５億９，０００万円。平成

６年、商業関係販売額が１７５億２，０００万円。次に、平成２６年、製造品出荷

額が１５８億８，０００万円。平成６年、製造品出荷額が９５億７，０００万円と

なっております。 

 また、農業のうち米に関するものについてでございますが、平成２７年、農業の

うち米、１０億３，０００万円。平成７年、農業のうち米、２１億１，０００万円

となっております。 

 また、関連するものとして、国勢調査人口でございますが、平成２７年、１万４，

１５２人、平成７年が１万７，７３９人となっております。 

 また、関連するものとして、町内で生み出される付加価値というものがございま

すが、付加価値の総額と出入りと差し引きについてでございますが、こういったも

のに該当する町の統計情報は持っておりません。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 それでは、町内の３０歳以上、５０歳未満の未婚の男女はそれぞれ何人で、何％

でしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 ３０歳以上、５０歳未満で未婚の男女は、それぞれ何人かについてというご質問

でございますが、平成２７年、国勢調査では、３０歳から４９歳の人口は３，０７
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６人、うち未婚は９８０人となっております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 本町の勤労者のうち非正規の人は何人でしょうか。また、何％でしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 お答えいたします。 

 本町の勤務者のうち非正規の方は何人で何％かというご質問でございます。 

 本町における非正規職員の数とその割合についてですが、平成３０年度の状況で

申し上げますと、職員が１６９人でございます。また、臨時職員と非正規職員とし

て考えますと、総数で８２人でございます。合計しますと２５１人になりまして、

割合は３２．７％となります。なお、この数値は一般職員、また病院、給食センタ

ー等々を含めた町全体の数でございます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 今、私は町の職員ではなくて、この町全体の勤労者のうちの非正規の人は何人で

すかと聞いたんです。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 失礼をいたしました。町全体のということでお答えを申し上げます。 

 勤労者の中で非正規の人は何％かについてでございますが、正確な数値は把握し

ておりませんが、平成２７年国勢調査では、就業者が７，０８４人でございました。

そのうち主に仕事が５，８８６人、そして家事の他仕事が１，０８０人、通学の傍

ら仕事が２９人、こういった数値を見まして、家事の他仕事と通学の傍ら仕事を非



－32－ 

正規職員と仮定いたしますと、１５．７％ということになっております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 今の答弁ではちょっと違うと思うんです。そうしますと、８４．３％が正規職員

でいいんですか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 お答えいたします。今、仮定で申し上げました。家事の他仕事と通学の傍ら仕事

についての数値を申し上げました。従いまして、高木議員が求めておる非正規職員、

非正規の就業者の数については、冒頭申し上げましたが、正確な数値は把握してお

りません。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 私が今聞いていることは非常に大事だと思いますので、後でしっかりと調査して

いただきたいなと思います。 

 結婚する上で、非正規で働いているということは大きなデメリットの一つになっ

ているのではないでしょうか。非正規と人口減少についてどのように考えますか。

見解を求めます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 非正規と人口減少についてどのように考えるかということでございます。一般的

なことでございますが、非正規の方は収入が少なく、正規の社員に比べて収入が少

なく、また雇用が安定しないといった面もあることから、結婚するにあたり課題と

なることも考えられます。 
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 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 本町においての非正規の職員が増えているということですが、なぜ非正規になる

んでしょうか。また、同じ仕事をしていると思うんです、正社員と非正規では。同

一労働、同一賃金からちょっと離れるのではないかと思いますけれども、その辺は

どうでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 先程答弁の間違いがありました。申し訳ありません。 

 ここでなぜ非正規にするのかといったご質問と、それから同じ仕事ではないかと

いった、そういったご質問がございました。これはどういう場合に臨時職員、町で

いうと臨時職員や非常勤職員ということでありますが、これらを任用するかという

ことになろうかと思います。原則として、正規職員が一時的に欠けた場合の臨時的

任用や専門的知識を要する職員を必要とする場合に臨時職員、あるいは非常勤職員

ということで任用している次第でございます。 

 また、同じ仕事ではないかといったご質問がございました。これは同一労働、同

一賃金の問題かと思います。民間企業と同様に地方公務員においてもこうした課題

に対応するために、来年度から会計年度任用職員制度が導入されることになってい

るわけでございます。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 本町が、人口減少がこの２５年間で２１％以上減ったということですが、それで

なかなか人口が増えない。そんな中で、私の知っている結婚１５年の夫婦がおりま

す。子供も生まれ、３年前には家を建てました。男性は非正規の会社員ですが、夫

婦でこつこつと頑張っているようです。男性も女性も年収が少ないとか、非正規と
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かで悩まないで、二人で道を切り開いていってほしいものです。 

 結婚時のイベント時等の機会には、非正規や収入が少なくとも、二人で力を合わ

せて頑張っている人もいるんだということを是非話していただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 高木議員からのお話を、更に詳しい内容をお聞きして、結婚イベントなどで参加

者の背中を後押しするような、そういうお話でございましたら、是非紹介してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 町の活性化においては、早く過疎化からの脱却が必要です。町内での結婚の勧め

による人口増と、この町に移り住んでみたいと思われるような魅力にあふれたまち

づくりが必要ではないでしょうか。町外の人が東庄町に住んでみたいと思われるよ

うな魅力的なまちづくりをする考えはありませんか。見解を求めます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 魅力にあふれたまちづくりについてでございますが、ご質問のとおり、魅力にあ

ふれたまちづくりが必要であろうと考えております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 この人口減少がなぜ起こったのかを考えると、人口増加とは反対の現象があった

からではないでしょうか。明治維新から現在までの人口は３，０００万人台から１

億２，０００万人台と４倍も増えました。明治から昭和に生きた人々は、将来に明
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るい夢や希望を誰もが抱いていたからこそ、人口が急激に増えたんだろうと思いま

す。 

 しかし、平成に生きる人々は、現在の政治や経済に対し不安に思い、将来に対し

て夢や希望が持てないのではないでしょうか。将来の夢や希望が持てること、そし

てこの町に住んで誇りに思える、そんなまちづくりが町民から求められているので

はないでしょうか。まちづくりに対する町の基本的な姿勢と魅力的なまちづくりに

ついてどのように考えますか、見解を求めます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 町の基本的な姿勢、魅力的なまちづくりについてでございますが、行政は住民の

福祉向上のために町政を行っており、常に住民が住みやすいまちづくりを目指して

施策を展開しております。 

 また、町外から人が移住してくることも重要でございますが、現在、当町に住ん

でいる人達が、この町に住んで良かったと思えるようなまちづくりがより重要と考

えております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 先程魅力的なまちづくりを是非したいということでありましたけれども、魅力的

な町というのはどのような町なんでしょうか。見解を求めます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 魅力的な町でございます。ひとくくりで申し上げるのは非常に難しいかと思いま

すが、思い浮かぶことで申し上げますと、豊かな自然や文化、歴史がある町。子供

達が健やかに情操豊かに成長していくための教育環境が整備され、また子育て支援

が行き届いた町。高齢者が活き活きと生涯現役で暮らせる町。予防医療が充実し、

健康で生活出来る町。地域医療が確保され、安心を提供出来る町。地域包括ケアが



－36－ 

整った町。あるいは、大規模災害の発生に備えて防災体制が整った町。環境衛生の

意識が高く、きれいな町。道路などの基盤整備や公民館、運動場など、施設整備が

進み、生活しやすい町。そして思いやりがあって、相手のことをいつも自分のこと

と思える町。こうした町が魅力的な町であると考えております。そして、住む人の

満足度が高く、自分の町を誇りに思える町としていきたいと、このように考えてお

ります。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 今、いろいろ説明してくださいました。私が魅力的な町というのは何だと聞かれ

た場合に、私は、この町に住むことが誇りに思える町と答えます。具体的には何か

と言いますと、景観が良い、町並みが美しい、ごみ等が散乱していない、きれいで

美しいこと、ふだんの買い物が便利なこと、それから整備された図書館や体育館、

安心な病院や福祉施設、こども園から小学校、中学校まで先進的な教育、それから

町内での移動、交通のアクセスが良いこと、こういうことが挙げられるかと思いま

す。是非取り組んでいただきたいと思います。 

 私が今までいろいろな質問をさせていただきましたが、軽く流した答弁で大体が

終わってしまいます。これでは何のための一般質問かわかりません。２０年後の東

庄町が、誰からも魅力的だと思われるまちづくりを目指していくべきだと思います。

町民から信頼される町政であり、議会でなくてはなりません。町の活性化と魅力的

なまちづくりを推進するため、町の憲法たる東庄町まちづくり基本条例の制定のた

め、議会と行政で取り組んでいこうではありませんか。このまちづくりに対する町

の決意のほどをお伺いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 東庄町まちづくり基本条例についてのご質問でございます。 

 先程申し上げましたとおり、行政は住民の福祉向上のために町政を行っておりま

して、常に住民が住みやすいまちづくりを目指して施策を実施しております。まち
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づくり基本条例につきましては、議会、行政、住民が関係するものであります。制

定の必要性について整理をし、内部で協議を行ってまいりたいと考えます。 

 また、魅力的なまちづくりについては、まちづくり基本条例の制定だけでなく、

議会と行政が協力し、住民のために施策を確実に実施していくことが大切だと考え

ております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 今の答弁を聞いておりますと、このまちづくり基本条例の制定については、住民

のための施策を確実に実施しているので、その必要性があまりないと、そういうよ

うに感じましたが、そう言わないで、是非これは議会と行政の力で推進していって

もらいたいなと、このように思います。それで、最後に要望ですが、「住むことが

誇りに思える町東庄」を目指して、まちづくり基本条例の制定を要望します。 

 以上でまちづくりについては終わります。 

 続いて、質問事項２についてです。稲作も鎌で刈り取る時代からコンバインで収

穫する時代となり、肥料が多く施されたところは倒伏し、コンバインでの刈り取り

が出来なくなってしまいます。コンバインでの刈り取りがスムーズに出来るように、

今では肥料は控えめにしており、病虫害の発生はごく一部であり、ヘリ防の必要性

はないと考えます。少々の害虫がいたとしても、これは生物の多様性であり、バラ

ンスのとれた自然界の営みではないでしょうか。田んぼの中の害虫と言われる虫を

殺すことによって、蛍も全て死んでしまいました。害虫と言われる虫と蛍、どっち

が大切なんでしょうか。見解を伺います。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 本来、害虫も蛍もどちらも生物であります。人間の都合により、どちらを選択出

来るものではないと考えます。 

 しかし、蛍を残したいという水田があれば、希望に応じて防除区域を除外するこ

とも可能でございます。 
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 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 利根川流域の水田では、がん患者が多いと聞いております。ヘリ防による農薬の

空中散布は少なからず、がんとの因果関係があるのではないかと思いますが、町の

見解を求めます。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 農薬は、多くの農作物で使われておりますので、ヘリ防とがんとの因果関係につ

いては、わからないというのが現段階の考えでございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 このヘリ防で使われる農薬の毒性について、お願いします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 ヘリ防で使われております農薬の毒性ということでございますが、国の登録によ

りますと、毒劇物に該当しない普通物というものになります。殺菌剤や殺虫剤が含

まれておりますので、毒性はあります。ただし、適正に使用すれば人や動物、環境

に与える影響は非常に少ないものとなっております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 それでは、このヘリ防で使用する農薬の量についてお尋ねします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 
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まちづくり課長（林 栄壽君） 

 黒部川水系で全体で使われている農薬使用量は把握しておりませんが、東庄町の

ヘリ防によります３０年の実績につきましては、散布面積は１，１４５ヘクタール

でございます。散布量につきましては、有人ヘリで２，００６リットル、無人ヘリ

で２３７リットル、計２，２４３リットルを散布しております。 

 また、黒部川水系の水質の関係でございますが、町が受水をうけております、東

総広域水道企業団の方で、農薬につきまして、散布後に水質検査を行っております。

１００種類以上の水質検査を行っておりまして、異常がないことを確認して、そし

て東庄町の配水場に送水されており、それを町の飲料水として、町が各家庭に給水

をしているような状況でございます。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 最後、総括的な質問をいたします。 

 この水稲を守ることと、人の命を守ること、どちらが大事と考えますか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 一番大切なのは、人の命を守ることでございます。しかし、水稲は町の基幹産業

であります。ヘリ防で使用されている農薬は非常に厳しい審査を経て、国に登録を

されたものを使用しております。また、農薬は正しい使い方をすれば、人や環境に

対する被害がほとんどないものとなっております。コスト軽減と少ない労働力で一

定の効果を得られる点で、農薬の使用が行われています。ヘリ防による農薬散布に

ついては、農家の方へのアンケート等を実施しまして、その結果を踏まえまして、

今後の方針等を決めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 
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 アンケート調査によって聞きたいということですけれども、農家へのアンケート

調査で決めたいということなんですが、お米を食べる消費者の意見の方がより重要

だと私は考えます。全ての町民がお米を食べているわけですので、全町民へのアン

ケートが必要だと思いますが、どうですか。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 アンケート調査の内容につきましては、これから検討してまいります。そしてア

ンケートを取る方につきましても、今後、検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ８番、高木武男君。 

８番（高木武男君） 

 最後に要望を申し上げます。町民の健康と命を守り、蛍の舞う豊かな自然を取り

戻すため、ヘリコプターによる農薬の空中散布は即刻中止していただきたい。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 以上で高木武男君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後１時からとします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、５番、板寺正範君。 

５番（板寺正範君） 

 今回、一般質問の質問形式で、一問一答方式が選択出来るようになりました。こ

れは議会改革特別委員会において、特別委員会の協議事項の中でも最も大きな柱で

あったことだと思います。本日、皆様のご協力でこれから、本定例会から行われる

ようになりましたことを委員の一員としてお礼申し上げます。 

 それでは、地域の皆さんの声、要望として、一問一答方式で質問をさせていただ
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きます。 

 １、質問事項、東庄町の所有管理する公園について。これは午前中の佐久間議員

の質問と大分かぶる部分もあるかと思いますが、偶然こういうことになりましたの

で、質問をさせていただきます。 

 質問要旨１、各公園にはどのような設備があり、利用状況はどうか。これは小さ

な子供達が、遊具などで楽しく、安全に遊べる公園や広場が欲しいという町民の皆

さんの声があるという中で、現況はどうなっているのか。各公園の成り立ち、各公

園内の施設、維持管理方法及び利用状況を伺います。 

 次からは自席にて質問いたします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、東庄町の所有管理する公園について、各公園にはどのような設備があ

り、利用状況はどうか。各公園の成り立ち、公園内の施設、維持管理方法及び利用

状況等についてご説明を申し上げます。 

 まちづくり課で管理している主な公園である東庄町ふれあい公園、そして石出堰

親水公園、そして雲井岬つつじ公園、コジュリン公園の四つの公園と県管理の千葉

県立東庄県民の森についてご説明を申し上げます。 

 まず初めに、神代地区にあります東庄町ふれあい公園ですが、平成７年にゴルフ

場開発に伴い、東庄ゴルフ倶楽部により整備され、寄贈されました。公園内には交

流センター、多目的広場、ピクニック広場、アスレチック広場、ローラーサーキッ

ト場があります。多目的広場には遊具が２台、アスレチック広場には６台、またト

イレは交流センターとピクニック広場にあります。 

 利用状況ですが、平成２９年度の交流センターの利用者数は１，２０５人、多目

的広場は週４回程度、グラウンドゴルフに利用されているようですが、多目的広場、

ピクニック広場、アスレチック広場は自由に使用出来るように開放しているため、

利用者数は把握しておりません。 

 維持管理につきましては、除草を年４回、樹木の剪定を１回実施しております。 

 次に、石出堰親水公園ですが、平成５年度に千葉県八日市場土地改良事務所、現

在の海匝農業事務所と町により、地域用水環境整備事業を活用して整備されました。 
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 公園内の施設は水洗トイレ、あずまやが２棟、パーゴラが１棟、ブランコが１台、

１０台程度とめられる駐車場がございます。 

 利用状況ですが、ふだんより自由開放しているため利用者数は把握しておりませ

ん。 

 維持管理につきましては、除草作業を年４回、トイレ清掃を月１０回行っており

ます。 

 次に、雲井岬つつじ公園ですが、設置時期は不明ですが、東大社の神苑として開

かれた公園と聞いております。現在は町及び地元の宮本区で管理をしております。 

 公園内の施設は、水洗トイレ、あずまやが２棟、ベンチが５脚あり、駐車場は３

０台ほど駐車可能です。 

 利用状況は、つつじの開花時期の４月下旬から５月中旬をつつじまつりとして、

昨年は５月６日にイベントを開催しました。来場者数はつつじまつりの期間におよ

そ５，０００人の方が来場されています。 

 維持管理につきましては、除草作業を年６回、トイレ清掃を月１０回、なお、４

月、５月は月２０回行っております。 

 次に、コジュリン公園ですが、平成１２年に近代治水１００年にあたり、近代治

水発祥の地である当地に利根川下流河川事務所と町により整備をされました。公園

内の施設は自己完結型の環境トイレ、堤防上にあずまや兼野鳥観察台とベンチが５

脚、河川敷にはベンチ程度の大きさの野鳥観察台が４台とベンチ１脚があります。 

 利用状況ですが、利根川下流河川事務所が主催のコジュリン、オオセッカの観察

会が５月ごろ、定員５０名で開催をされています。ただ、それ以外の利用者数は自

由に散策出来る自然公園であり、把握は出来ておりません。 

 維持管理につきましては、除草作業を年２回、トイレ清掃を月１０回、実施して

おります。 

 最後に、千葉県立東庄県民の森ですが、昭和５４年５月に開園され、現在は県に

よる指定管理者制度によって管理運営をされております。 

 公園内には管理事務所と多目的に使用可能なふるさと館、弓道場、テニスコート、

水鳥観察舎、駐車場などがあります。 

 利用状況ですが、平成３０年度は、現在までに春の祭り、秋の祭りや、テニス教

室、星空観察会など、４５回程度のイベントが開催されています。平成２９年の利
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用者数は５万７，０００人となっております。 

 以上、町の主な公園と東庄県民の森についての説明を終わります。よろしくお願

いします。 

議長（城之内一男君） 

 ５番、板寺正範君。 

５番（板寺正範君） 

 この質問をするにあたりまして、先程名前が出ていました公園の方を一人で見て

まいりました。その時に感じたことは、やはり小さな子供を両親、あるいはおじい

ちゃん、おばあちゃんが連れて遊びに行けるという雰囲気、環境のところはちょっ

となかったのかなという気がいたしました。 

 ただ、今の説明でもありましたけれども、管理・維持というところでは、トイレ

も全てのところで本当にきれいになっていましたので、これは感心いたしました。

人の流れがあまりないということで、汚れないというところもあるのかもわかりま

せんけれども、そこの部分は、維持管理は自分としてはよく出来ているんだなとい

うふうに感じました。 

 ただやはり、公園の問題、その一つ一つの場所の問題点というか、個人的な見解

でありますが、その感想を申し上げますと、東庄町ふれあい公園は、先程の質問で

もありましたけれども、一番駐車場の脇にグラウンドゴルフ場があって、そこから

その脇を通って、階段で何段もおりて下の方に、バーベキューをやったり、アスレ

チックのところがあったり、そこからまた更におりていって、ローラースケートで

すか、等のコースがあったりということで、なかなかそこまでずっと子供を連れて

おりていくということは、ちょっと難しいなというふうに感じました。 

 利用出来るイメージとすれば、例えば、小学校の授業の中とか、あるいはクラブ

活動的なところで、何人かで、大勢で行って、今日はここで遊ぶよみたいな感じの

使い方は多分いいのではないかなという感じはしました。 

 そして、もう一つ、石出堰親水公園ですが、ここも自分としてはすごく環境の、

環境というか、すごくいいところで、いいところに公園が出来たな、あるなという

ふうにはいつも思っているんですけれども、人にいろいろな話を聞くと、あそこは

怖い、行きたくないという話なんです。私も何かなというふうに現場に行って見ま

したら、入り口の右側にマムシ注意という看板がかかっています。こういうことに
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なると、子供を連れてそこに、あるいはそこに入っていって、マムシに噛まれたら

どうしようかという話の中で、多分そこでは引き返すというふうなイメージになっ

てしまうと思うんですよね。中に入っていって、車をとめて、湧き水なんですかね、

円形の池みたいなところがありまして、そこをのぞいたらコイが何匹か泳いでいま

したけれども、その途中、右手のあたりにも湧き水とかがあって、環境としてはす

ごくいいところ、これ何とかもう少しいい意味で活用出来ないかなというふうに感

じました。 

 これも先程の話ではありませんけれども、学校教育の中で、例えば、生物クラブ、

植物クラブ、そういうクラブ活動の中で魚の生態とか、植物の何とかと、そういっ

たものをそこで勉強する場所として整備したらいいのかなというふうに、その時は

感じました。 

 今の小さな子供を遊ばせる場所の話をしているんですけれども、その中で公園を

見た感じとしては、そういう感想があります。各公園がそれぞれの特徴を生かして、

町民の皆さんや観光客の皆さんに喜んで来ていただけますよう、今後とも対応をお

願いいたします。 

 次に、質問要旨２、利便性の良い安心して子供達が遊べる公園づくりについて小

学校跡地利用を含めてこれからの展望を伺います。 

 これは先程も話をさせていただきましたけれども、子供を連れて遊べる公園とい

うのは、何年も、多分自分が議員になって翌年ぐらいにあるお母さんから、孫を連

れて遊びに行くところが東庄町にはないんだよねと、どこかそういうものを作れな

いのかというような話を伺いました。でも、現状は自分もよくわからないことでも

あったし、公園も幾つかある、県民の森もあるんだろうというような話の中で、そ

れほど大きな意味合いで感じてはおりませんでした。しかし、この度小学校の統合

ということで、四つの学校が廃校になると。この廃校を利用して、そういった場所

を作ることが出来ないのかなと、新たにそういう場所を作るとなると、先程の話で

はありませんけれども、大金がかかります、大きな経費がかかります。ですので、

今ある学校の一部、私は橘小学校がいいかと思うんですが、そこの幼稚園もそうい

うことになりますから、幼稚園の場所あたりを遊具を集めたエリア、それから学校

のグラウンドを大人がジョギングしたり運動出来るスペースというような感じで、

大人も子供もそこに集まって、運動出来たり遊ばせたりするスペースが欲しいなと
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いうふうに思っております。 

 そこで、小学校跡地を利用した公園づくりを要望する声がありますが、跡地利用

計画のこれまでの経緯、そして現況を詳しく説明していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、小学校跡地を利用した公園づくりを要望する声があるということで、

跡地利用計画のこれまでの経緯と現況、お答えをさせていただきます。 

 小学校跡地利活用検討委員会において意見を伺いました。委員の皆様からは、小

学校跡地を公園にしてはどうかといった意見は特段ございませんでした。また、跡

地利用について、様々なご意見をいただきましたが、残念ながら、町が主体となっ

て事業化をするといったことはなかなか難しいということで、事業化までには至っ

ておりませんでした。 

 この結果、町といたしましては、民間企業との協力、連携を重要と考え、企業誘

致を進めるとした基本方向について検討委員会や関係会議でご説明をし、ご了承を

いただき、策定をしたところでございます。こういった経緯を踏まえまして、今後、

実施するところでございます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ５番、板寺正範君。 

５番（板寺正範君） 

 事業計画の決定するその期間なんですが、以前、全協でいただいた資料によりま

すと、本年の７月から９月あたりにそういう方向で決定したいというような意向の

話をちょっと聞いたかと思います。その時点で、例えば、申し込みがなかったり、

町としてちょっと無理だというようなことがあった場合の、その先のスケジュール

的なところはどういうふうになりますか。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 
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 議員からご提言のありました小学校の跡地の利活用についてでございますが、今

後、民間事業者による利活用を考えて行うところでございますが、その事業提案の

状況を踏まえながら、この利活用について検討させていただきたいと、このように

考えております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ５番、板寺正範君。 

５番（板寺正範君） 

 運動公園、広場というものもお金はかかるのかとは思いますけれども、一度にバ

ンとやるということではなくて、例えば、小学校の要らなくなった遊具を移動する

とか、少しずつ、少しずつ、その運動広場を作り上げていただければいいのかなと

いうふうに思います。ご検討の方、よろしくお願いいたします。 

 続いて、２番目の質問事項、庁舎の管理について。 

 公民館、多目的ホールの空調について。 

 成人式、消防出初め式、社会福祉大会など、いつも寒いという声があります。ど

うして暖房がきかないのかという声もあります。公民館の空調設備、これに何か問

題があるのでしょうか。 

 また、電力量などの問題があるとするならば、公民館大ホールや多目的ホールの

空調を適切に稼働させるにはどの程度の電力量、電力料金が必要となるか伺います。 

議長（城之内一男君） 

 生涯学習担当課長、林寛君。 

生涯学習担当課長（林 寛君） 

 それでは、まず板寺議員のご質問にお答えする前に、さきの成人式の際には、ご

来場の皆様には大変寒い思いをさせてしまいまして、成人式を企画運営する立場、

公民館長として、この場をおかりしましておわびを申し上げます。 

 それでは、ただいまご質問のありました板寺議員の質問事項２、庁舎の管理につ

いて。質問要旨１、公民館、多目的ホールの空調についてお答えさせていただきま

す。 

 まず、成人式や出初め式等の冬場の行事に参加した方から、いつも寒いという声

があるが、公民館大ホール等の空調に何か問題があるのかというご質問にお答えさ
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せていただきます。 

 空調の問題につきましては、東京電力と契約しております基本料金との関係がご

ざいますので、まずその仕組みについて簡単に説明をさせていただきます。 

 なお、電力の関係につきましては、総務課が所管しておりますが、公民館大ホー

ルの使用に関する案件ですので、私の方からまとめてお答えさせていただきます。 

 基本料金の設定につきましては、過去１年間に役場庁舎と公民館で使用した最大

電力を契約電力として計算されます。現在の契約電力の数値は２１８キロワットで

す。これを金額に換算しますと約３８０万円を年間の基本料金として東京電力に支

払っています。 

 また、電気の使用量として、３０分ごとに計測している平均電力をデマンド値と

いいますが、このデマンド値が１回でも契約電力を超えてしまうと、その超えた数

値がその１年間の契約電力として計算されます。例えば、デマンド値が現在の契約

電力から３０キロワットオーバーしてしまうと、基本料金が約５０万円オーバーす

ることになります。公民館大ホールの空調を使用しない時は、契約電力を超えるこ

とはほとんどなく、１００キロワットから１５０キロワットで推移をしております

が、冬場に大ホールの空調を使用すると、契約電力が一気に超えてしまう状況が発

生します。そのような時には役場のフロアや公民館の事務所のエアコンを消したり、

契約電力を超えないよう、調整をしております。また、大ホール使用の各行事につ

きましても、契約電力を超えないよう、可能な限り空調の消費電力が低い時期に開

催したり、多目的ホール使用の行事と重ならないよう、調整を図っているところで

ありますが、気温の低い日や消費電力の大きい舞台照明をつけた時には、やむを得

ず大ホールの空調をとめざるを得ない場合があります。 

 成人式の時には、式典が始まる直前まで大ホールの空調をつけて会場を暖めてお

りましたが、当日の気温が低かったこともあり、舞台照明をつけると間もなく電力

が上がり出し、契約電力を大幅に超えることが想定されました。そのため、式典前

に大ホールの空調をとめて、その後は記念写真の会場である多目的ホールの空調を

つける対応となりました。 

 このような対応の結果、撮影会場は暖めることが出来ましたが、結果として、式

典中、大ホールは大変寒い状況となってしまいました。 

 続きまして、公民館大ホールや多目的ホールの空調を適切に稼働させるためには
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どの程度の電力量、電力料金が必要となるかとのご質問についてですが、例えば、

成人式の時のように、気温が低い日で、大ホールの空調と舞台照明、そして多目的

ホールの空調も合わせて稼働をさせた場合の電力の内訳についてですが、これはそ

の日の気温によって変動はあるわけですが、２月中の電力データをもとにしますと、

まず多目的ホールの方が暖房とこの会場の照明をつけた場合、約６０キロワット、

大ホールにつきましては暖房と客席の会場の照明をつけて約１８０キロワット、舞

台照明が約８０キロワット、合わせて３２０キロワットとなります。現在の契約電

力が２１８ですので、約１００キロワット以上の電力が上回ることになりまして、

それを基本料金として換算しますと、年間約１７０万円以上値上がることになりま

す。 

 以上、空調の問題に関する現状についてお答えさせていただきました。 

議長（城之内一男君） 

 ５番、板寺正範君。 

５番（板寺正範君） 

 ありがとうございます。 

 今の話を数字的なものでちょっとまとめますと、庁舎、多目的ホール、大ホール

を使わない庁舎の使用電力量は１００キロから１５０キロで、これは適切に稼働す

ると。そして多目的ホール、ここは暖房と照明で６０キロワット、そして公民館大

ホールと暖房が、大ホールのエアコンで１８０キロワット、舞台照明が８０キロワ

ットということになると、庁舎が稼働している、多目的ホールが稼働している、公

民館大ホールが稼働しているという時には、４２０から４７０キロワットの電力が

必要ということになります。そして、多目的ホール、ここの暖房と照明と公民館大

ホールの暖房と照明、これを合わせると３２０キロワットの電力が必要となります。

ということで、ここは確認ですが、よろしいでしょうか。 

議長（城之内一男君） 

 生涯学習担当課長、林寛君。 

生涯学習担当課長（林 寛君） 

 電力の数値につきましては、ただいま板寺議員の述べられたとおりでございます。 

議長（城之内一男君） 

 ５番、板寺正範君。 



－49－ 

５番（板寺正範君） 

 そうしますと、さっきの説明にもありましたけれども、公民館の大ホールの暖房

と舞台照明、ホールを使うということは、舞台照明が必要ですね、これは常識的に。

そうすると、大ホールが、暖房が１８０、舞台照明が８０、公民館では２６０キロ

ワットが必要。それで、この間のようにここで写真を撮るのには、プラス６０キロ

ワットが必要。ということは、多目的ホールと公民館を、暖房と照明をつけた場合

は３２０キロワットが必要となるということになります。現在の契約は、その３２

０キロワットよりはるかに少ない２１８キロワットで契約をしているというところ

であります。 

 この中で、公民館の方でもいろいろやりくりをして、いろいろな節電をしてこれ

まで対応してきたというところでありますけれども、今年の成人式や社会福祉協議

会の様子を見ますと、皆さん寒くて震えているという、そういうイメージがありま

した。ですので、私としては、その２１８キロワットという現状の今の契約ワット

数というものにとらわれず、多目的ホールと公民館の両方が適切に稼働出来る３２

０キロワットというものを最低の契約というふうに考えてもいいのではないのかな

というふうに思います。その中で、冬の暖房が使わなくてもいい状態になって、最

大のマックスの電力量が下がれば、それは安くなったと、経費が安くなったと考え

ればいいわけで、今、２１８キロワットで３８０万円の基本契約をしているという

ものが、１００上げることによって１７０万円増というふうに考えないで、３２０

キロワットが基本の線だと、ここと大ホールが稼働するのにはそれだけ必要なんだ

ということであれば、その３２０が基本の電力量ではないのかなと私は思います。 

 案外、東庄町の町民の皆さんは静かで、あんまり文句を言ったりなんとかという

方が少ないと思います。でも、寒いという声も公民館の方には多分たくさん入って

いると思うんです。でも、スイッチを入れられないという公民館の職員さんのジレ

ンマがあります。このことを考えると、いつも寒い寒いと言っていても、いつにな

っても暖かくならないという町民の皆さんの声がこれでよくわかりました。そして、

この質問をするにあたって、公民館の林館長にいろいろと説明を伺った中で、これ

ではまずいだろうというふうに私は思いましたので、是非ここのところを改善して

いただきたいと思います。そして、来年の成人式、それから消防出初め式、住民福

祉大会、これは町民の皆さんが震えることがないような対応をしていただきたいと



－50－ 

思います。 

 続いて、質問要旨２、成人式、社会福祉大会など、不特定の来場者の対応につい

てであります。 

 成人式は、昔はご家族や、おじいちゃん、おばあちゃんが成人式を見にくると、

参加するということが少なかったと思いますが、今はかなりの数の方が娘さん、息

子さん、お孫さんの成人式を楽しみに来場されています。その中で、成人式の対象

者と、それから自分達は一応来賓という立場でありますけれども、座って前の方に

いまして、後ろの方に家族の方が、先程の話ではありませんけれども、寒い中、そ

こでずっと立ってそれを見ているという状況を見ますと、これはやはり成人式も、

その対象の方だけではなく、そのご家族にもきちんと座っていただいて、成人式を

見ていただきたいなというふうに思いました。 

 そこで伺いますが、公民館ホールの収容人員、備えの椅子の数、それから本年各

行事の来場者数などはどの程度になりますか。全員が座れるような対応は可能でし

ょうか。その点をお伺いします。 

議長（城之内一男君） 

 生涯学習担当課長、林寛君。 

生涯学習担当課長（林 寛君） 

 それでは、質問要旨２、成人式、住民福祉大会等の不特定多数の来場者の対応に

ついて、お答えさせていただきます。 

 まず、ご質問の中にありました成人式の関係の対応についてお答えさせていただ

きます。 

 成人式のご家族には、大ホールの後方、後ろの方のスペースを用意して式典を見

ていただいております。ご両親で来場される家族もおりまして、年々その数が増え

ている状況で、大ホールに入り切れない家族もいます。そのため、正面玄関入り口

のモニターでも式典の模様を見ていただけるようにしております。 

 ご家族に座っていただく椅子についてですが、今年の成人式では、お年寄りのた

めに約３０脚、用意したわけですが、これ以上、ご家族のために椅子を用意します

と、会場に入り切れなくなってしまうご家族が増えてしまいます。今後、式典に出

席する成人該当者が減り、会場のスペースに余裕が出てきましたら、成人者用とご

家族用の椅子のスペースを確保するなど、検討してまいりたいと思います。 
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 続きまして、収容人数等の関係でございますけれども、消防法の関係で、大ホー

ルの定員が３５０となっておりますので、用意出来る椅子の数も、その定員３５０

以内ということになります。 

 また、今年度の各行事の来場者数ですが、成人式につきましては、成人者の出席

者が１０７人、来賓、招待者が６２人、合わせて１６９人。住民福祉大会の方は、

会場に入り切れなかった人も含めまして４５０人。出初め式の方は２３０人でござ

います。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ５番、板寺正範君。 

５番（板寺正範君） 

 ただいま収容人員の説明がありました。成人式の該当者が１０９名ですか、そし

て来賓が７０人、合わせて１７０というところだと思います。収容人員は３５０と

いうことでありますので、１００以上のスペースがあるのかなというふうに思いま

す。いつも感じるんですけれども、成人式の時に成人式の対象者、そして来賓はこ

ちらにテーブルを２例用意していただいて、横に並ぶような形で、並んで座るよう

な形になっています。自分達の席から見たら、成人する人達の横顔がずっと見えて、

すごくいいなとは思うんですけれども、先程のご家族の椅子の座るという、座って

いただきたいというそのことを思えば、テーブルはあまり必要ないのかなというふ

うに思います。３５０の椅子が並べられるキャパがあるのであれば、なるべく椅子

を使っていただいて、なるべく会場にご家族の方が入って、そして座っていただい

て、孫、子供の成人式を見ていただきたい。そして、来賓の方々の挨拶も成人者対

象の挨拶だけではなくて、ご家族に対してのねぎらいの、お祝いの言葉があるわけ

ですから、その方に立って聞いていただくというよりも、やはり座って聞いていた

だいた方が、私はいいのかなというふうに思い、この質問をいたしました。 

 時間も大分過ぎてしまいました。最後に、来年の成人式、それから消防とか、来

年の冬のイベントに町民の皆様がおいでになる機会がありますけれども、寒い思い

をしないように、そしてなるべく座っていただけるように対応を検討していただき

たいと思います。切に要望いたします。 

 以上で質問を終わります。 
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議長（城之内一男君） 

 以上で板寺正範君の一般質問を終わります。 

 次に、７番、大網正敏君。 

７番（大網正敏君） 

 ７番、大網でございます。まず初めに、議長のお許しを得まして、参考資料とい

たしまして、町道２００１号線、２００２号線、周辺地図を配付させていただきま

たので、ご参照の方、よろしくお願いをいたします。 

 それでは町道２００１号、２００２号線について、お聞きいたします。 

 町道２００１号線は、参考資料の周辺地図で赤線が引かれた町道、この町道は、

国道３５６号線の笹川変電所からＪＲ笹川方面の伊能踏切に通じる道路です。また、

町道２００２号線は、町道２００１号線に接続する道路です。周辺の住民によりま

すと、以前は町道２００６号線につながっていたとの話を聞いております。では、

この町道２００１号線についてお聞きいたします。 

 「町道の路線の指定及び、管理、構造、保全についての規則」では、道路網の整

備を図るため、町道に関して路線の指定及び認定、管理、構造、保全等に関する事

項を定めもって交通の発展に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とするとな

っております。 

 質問要旨１、町道の認定についてお聞きいたします。 

 町道２００１号線は、町道に認定されておりますが、なぜか途中で通れなくなっ

ております。また、道路台帳によりますと、町道が途中で切れています。地図で見

ますと、赤い点線のところです。それはなぜなのかお伺いいたします。 

 質問要旨２、町道の管理につきまして、お聞きいたします。 

 町道２００１号線の底地の所有者は誰なのかお聞きいたします。また、町道２０

０１号線の道路幅はどのぐらいあるのかお聞きいたします。 

 なお、草や雑木が一面に広がり、けもの道らしきものがありますが、道路の管理

は誰がしているのかお聞きいたします。 

 質問要旨３、安全性についてお聞きいたします。町道２００１号線は、歩くこと

が困難になっているため、また火災等の危険も考えられますので、安全とは言えな

いと思います。これについてどのようなお考えなのかお聞きいたします。 

 続きまして、小学校統廃合に伴い、家庭・地域・学校の連携につきまして、お聞
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きいたします。 

 質問要旨１、小学校統廃合に伴い、家庭教育についてお聞きいたします。 

 家庭教育は全ての教育の出発点です。家族のふれあいを通じ、子供が基本的な生

活習慣や生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いやり、基本

的倫理観、自尊心や自立心、社会的なマナーなどを身につけていく上で重要な役割

を持ちます。一部の人達は家庭の教育は個々の家庭の責任だと言われます。他人に

は頼れない、関係ないと思っている人もおります。確かに子供の教育の第一義的責

任は親が持つものであり、尊重されなければなりません。しかし、しつけと虐待の

違いを明白に区分出来ず、どのようにしつけていいものか、たたいていいものかわ

からなくなっている人も多いと思います。 

 そもそも「しつけ」とは、大人が子供に対して、人間社会、集団の規範、規律や

礼儀作法など、慣習に合った立ち振る舞いが出来るように訓練するところです。そ

れがまさしく家庭教育。 

 しかし、小学校の統合により、慣れない環境が原因で子育ての悩みを抱え、情緒

不安定になり、仕事が忙しく、誰にも相談が出来ない、家族や保護者に対して、文

部科学省が推進している家庭教育支援チームの設置を望みますが、見解をお伺いい

たします。 

 質問要旨２、地域社会における具体的な方策につきまして、お聞きいたします。 

 子供達に「生きる力」を育んでいくためには、学校で組織的・計画的に学習する

一方、地域社会の中で大人や様々な年齢の友達と交流し、いろいろな生活体験、社

会体験、自然体験を豊かに積み重ねることが大事です。地域社会におけるこれらの

体験活動は、子供達が自らの興味、関心や自らの考えに基づいて、自主的に行って

いくことが特に大きな意味を持っていると考えます。我が町でも、社会学習への関

心が急速な高まりを見せておりますが、参加者はどんどん増加し、活動分野も福祉

の領域のみならず、まちづくり、環境保全など、幅広い分野にわたっております。 

 社会学習への参加は、それぞれの自発性に基づくものであるだけに、活動に参加

することによって自分達のまちづくりを通じて、身近な社会に関わることの大切さ

を学ぶことの教育的意義は極めて大きいと思います。 

 そこで、児童に社会学習を実際に体験し、活動の理念や必要な知識・技術等につ

いて学習する機会を提供出来ることは大事だと思います。小学校が統合されると、
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今までの地域との関係が希薄になり、その地域の特色を学習する機会が少なくなり

ます。そこで、現在、中学２年生の夏休みの中、社会学習を体験しておりますが、

統合小学校では町の施設、商店等での体験学習を行う計画がありますか、ちょっと

お聞きいたします。 

 質問要旨３、家庭と地域と学校の連携についてお伺いいたします。 

 小学校が統合をし、これからの学校は変化の激しい社会の動向にしっかりと目を

向け、教育課程を工夫し、教育活動を発展する必要があり、保護者や地域住民とお

互いの情報や課題を共に共有し、「これからの時代を生きる子供達のために」とい

う共通の目的・ビジョンを持って、町、町民総がかりで子供達を育む体制を作るた

め、知恵と汗を出し合い、学校運営に意見を反映させることで子供達の豊かな成長

を促し、また、幼・小・中一貫の教育を実現するためには、教育課程だけではなく、

子供達の家庭や地域の中で学び、発達段階に応じた心の成長も一緒に考える必要が

あると思います。 

 そこで、家庭と地域と学校の連携するコミュニティー・スクールの推進を求めま

すが、町ではどのようにお考えですか。ちょっとお聞きいたします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。次回から自席で一問一答でお願いをいた

します。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、町道２００１号線と町道２００２号線についての認定について、お答

えをさせていただきます。 

 町道２００１号線は、町道の認定では１本につながっていますが、お配りされて

おります地図のとおり、赤色で示しました破線区間につきましては、道路台帳図で

も一部が途切れている箇所がございます。これは昭和６１年に町道の認定路線を見

直した際に、既に通行出来ない状態にあったためで、約８８メートルが未供用区間

として道路台帳図では途切れております。 

 ２番目の質問の町道２００１号線の底地の所有者は東庄町でございます。 

 次に、町道２００１号線の道路台帳上の幅員についてですが、２メートルから４．

２メートルとなっております。なお、未供用区間につきましては、現状で道路があ
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りませんので、幅員は０メートルとなっております。 

 ４番目の質問の道路の管理者につきましては、町になります。なお、道路の敷地

から生えている草木の除草管理につきましては町になりますが、隣接の土地の草木

が道路上にかかってしまっている場合は、その土地の所有者となります。 

 最後の質問の町道２００１号線の安全性についてですが、一部通行が不可能な箇

所がございますが、その他の箇所につきましては、他の町道と比べて著しく安全性

が欠けているとは考えておりません。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 生涯学習担当課長、林寛君。 

生涯学習担当課長（林 寛君） 

 それでは、質問事項２、小学校統合に伴い、家庭・地域・学校の連携について。 

 質問要旨１、家庭教育についてお答えさせていただきます。 

 まず初めに、大網議員が述べられたとおり、子供が基本的な生活習慣や生活能力、

他人に対する思いやり、社会的マナーを身につけていく上で、家庭教育が重要な役

割を果たしているということは認識しております。 

 そこでまず、家庭教育に関する現在の取り組みについて説明をさせていただきま

す。 

 現在、町教育委員会では、児童生徒の健やかな成長を願い、家庭教育のお手伝い

として、家庭教育学級を開講しております。小学１年生及び中学１年生の保護者を

対象として、年間７回から８回程度開催しております。 

 運営については、基本的には保護者からの役員と教頭先生が中心となり、内容や

回数を決めておりますが、授業の内容や講師の選定等について、家庭教育指導員が

相談を受ける体制になっています。 

 内容として、子育ての悩みや親としての在り方について、講師を招いての学習会

や親子が触れ合いながら学ぶ親子講座などを行っております。 

 続きまして、大網議員ご質問の家庭教育支援チームの設置についてですが、まず、

家庭教育支援チームとは、子育て経験者や教員ОＢ、ＰＴＡ、民生委員、保健士や

臨床心理士など、様々な地域の人達や専門家などがチームの構成員となりまして、

子育てや家庭教育に関する相談に乗ったり、親子で参加する様々な取り組みや講座



－56－ 

などの学習機会、地域の情報などを提供したりする事業であります。 

 現在、町教育委員会では、家庭教育支援チームの設置はしておりませんが、ほぼ

同様の事業をそれぞれ関係するセクションにおいて既に行っております。例えば、

家庭教育学級では、先程申し上げましたように、家庭教育に関する学習会や親子で

参加する陶芸教室や料理教室などを実施しております。 

 また、子育てや家庭教育に関する相談対応として、奇数月の第２水曜日、午後１

時３０分から４時までの時間帯で教育相談を設置しております。相談の対応は、家

庭教育指導員と教諭であります指導主事が行い、大網議員ご質問の小学校に伴う子

育てなどの悩み事なども含めて、相談を受けられる体制となっております。 

 なお、開催日時については、町広報紙にて周知をしております。 

 家庭教育支援チームの設置については、今後の状況と先進地の事例などを参考に

検討をさせていただきます。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 教育課長、多田克己君。 

教育課長（多田克己君） 

 それでは、質問事項２、小学校統合に伴い家庭・地域・学校の連携について。質

問要旨２、地域社会における具体的な方策について、ご説明をさせていただきます。 

 現在、各小学校において、地域社会との関わりとして実施している事業としては、

どの学校も「夢、仕事体験」として、６年生が地域の事業所に協力してもらい、働

く人々に密着し、仕事の一部を体験することにより、いろいろな職種について社会

の役割を学ぶ。その体験を通し、社会のルールに触れることで、人間関係の大切さ

や、人として生きていく上での必要な資質を高めることを目的とした活動を行って

います。 

 統合小学校の教育計画の中に、保護者、地域との連携により、地域に学び、地域

に開かれた学校づくりに努めると明記してあります。そのため、今後も家庭と地域

及び企業と連携した様々な職業体験を実施することにより、子供達の更なる資質の

向上を図ってまいりたいと思います。 

 また、地域とのつながりに関しては、教育方針として、地域の学習資源や人材を

活用し、歴史や伝統文化などの社会体験活動を通し、ふるさとへの興味、関心を高
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め、郷土を知り、郷土を愛する心や誇りに思う心を育んでいくと盛り込んでいます。

今までも各小学校では地域との交流として、田植えや稲刈り、餅つきを地域の方々

と一緒に行ったり、高齢者と一緒に昔の遊びで交流を深めたりといった各学校独自

に様々な事業を行っています。今後もふるさと教育について更なる推進を図り、地

域とのつながりを大切にしてまいりたいと思います。 

 次に、質問要旨３、学校の連携について、ご説明させていただきます。 

 コミュニティー・スクールは、学校運営協議会制度のことであり、学校と保護者

や地域の皆様が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで一緒に協

働しながら、子供達の豊かな成長を支え、「地域と共にある学校づくり」を進める

法律に基づいた仕組みで、学校運営協議会の設置は、市町村の努力義務となってお

ります。 

 千葉県においては、平成２９年４月時点で市川市と習志野市といった都市部で設

置されています。東庄町においては、各幼・小・中学校のＰＴＡ活動や教育振興会

活動において、学校と保護者、地域が子供達を育む綿密な関係を築き上げています。

その中で、様々な意見を出し合い、学校運営に取り入れている状況であり、コミュ

ニティー・スクールの役割を十分果たしている状況であると考えられます。 

 平成３２年度からは、統合し、東庄小学校となることから、地域とのつながりが

希薄となることが懸念されます。そのため、現在、各学区の各教育振興会長、区長

代表、ＰＴＡ会長、小学校教頭のメンバーで組織する統合小学校地域部会でも今後

のＰＴＡ組織の活動や教育振興会活動の在り方について、協議を行っているところ

です。 

 統合し、東庄小学校１校になっても、今まで培ってきました各地域とのつながり

を絶やすことなく、更なる家庭・学校・地域の連携をとれるように、コミュニティ

ー・スクールの設置も含めて検討してまいりたいと思っております。よろしくお願

いします。 

議長（城之内一男君） 

 ７番、大網正敏君。 

７番（大網正敏君） 

 答弁、どうもありがとうございます。 

 では、まず２００１号線につきまして、２００１号線ですが、通れることを確認
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しないで、他町村からの車が入ってしまうような道でございまして、せめて軽トラ

が通れるように整備なんかは出来ないでしょうか。ちょっと確認します。お願いし

ます。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 軽トラが通行出来るように整備する計画がありますかというようなことでござい

ますが、現在、通行出来ない箇所については、耕作放棄地が多く、道路が利用され

ていないような状況でございます。従いまして、地元区や関係者の方より要望等が

ございましたら、整備を検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ７番、大網正敏君。 

７番（大網正敏君） 

 要望があれば整備するということで、わかりました。 

 では、道幅がゼロというところで、未供用区間というんですか、そのところ、ち

ょっと私にはよくわからないので、説明をお願いします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 町道の未供用区間でございますが、町道に認定していますが、まだ道路として使

われていない区間のことを言います。道路の建設予定地などがこれにあたります。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ７番、大網正敏君。 

７番（大網正敏君） 

 それでは、底地、土地なんですが、道路の土地なんですが、町の所有ということ

で、やはり管理は町がしなければならないのかなと考えます。従って、やはりそこ

に生えた草や木なんかは刈る必要があるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（城之内一男君） 
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 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 道路の管理状況でございますが、他の地域と同様に、地元区や関係者の皆様の協

力を得ながら維持管理に努めていきたいと思います。 

議長（城之内一男君） 

 ７番、大網正敏君。 

７番（大網正敏君） 

 はい、わかりました。それでは、２００１号線でございますが、周辺の要望等が

あれば、将来２００１号線と２００６号線がつながる計画は、要望があれば出来る

ということなんでしょうか。お伺いします。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 現在のところ、町道２００１号線につきましては、整備する計画はございません。

先程も申しましたとおり、関係者の方から要望等がございましたら検討していきた

いと思います。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ７番、大網正敏君。 

７番（大網正敏君） 

 わかりました。それでは、要望といたしまして、それこそ周辺住民の同意をもと

に是非とも笹川変電所前の国道３５６号から伊能踏切ですか、２００６号線に通じ

る町道２００１号線をつなげるように要望いたしまして、２００１号線につきまし

て、質問を終わりにいたします。 

 続きまして、小学校統合に伴い、家庭・地域・学校の連携につきまして、お伺い

いたします。 

 本来、一問一答という形でやるべきなんですが、先程の回答がすごい明確に答え

てもらいまして、これから質問することはないかなと。ただ、要望をちょっと言わ

せてもらいたいと思います。 

 家庭教育支援チームを改めて作るのに、まだ時間が必要との回答でしたが、それ
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ぞれの窓口がたくさんあると相談する人が大変だと思います。そして、あっちへ行

け、こっちへ行けという、たらい回しになる可能性もあると思いますので、是非た

らい回しにならないように受付といいますか、相談を確実に受けとめるようにお願

いをしたいと思います。 

 続きまして、小学校の地域社会における具体的な方策につきまして、要望でござ

いますが、ただいまのお答えの中で、小学校６年生が各地区でもやっているという

話でした。統合されましても、やはり小学校、同じような形で体験学習、それと地

域との交わり、結びつきが大事だと思いますので、是非各学校もやっていたとおり

に統合小学校も継続して行ってもらいたいと思います。これは要望でございます。 

 続きまして、コミュニティー・スクールにつきまして、要望でございますが、た

だいま課長さんの方から検討するみたいなことを伺いました。是非とも私は、これ

は地域の結びつきには大事だと思っておりますので、是非検討してもらいたいと思

いまして、本当に簡単ではございますが、要望を最後に言わせてもらいまして、こ

れで私の質問を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございます。 

議長（城之内一男君） 

 以上で、大網正敏君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は午後２時１５分からとします。 

（午後 ２時０５分 休憩） 

（午後 ２時１５分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ２番、土屋光正君。 

２番（土屋光正君） 

 我が国では、高齢化が進み、単身で暮らす割合が非常に増えています。また、近

所づき合いも少なくなり、高齢者の孤立化からいろいろな社会問題が生じています。

高齢者のひとり暮らしの現状と問題や対策について、町の方へお伺いします。 

 我が国の高齢化率は平成２８年に２７．３％、これは４人に一人が６５歳以上の

高齢者になっています。少子化の影響から、日本の人口は今後も減少傾向にあり、

更に高齢化が進んでいきます。このような状況の中、高齢者だけの世帯や高齢者の

ひとり暮らしが非常に多くなってきています。 
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 我が町では、人口の何％が高齢者のひとり暮らしをしているかお伺いします。 

 また、ひとり暮らしの高齢者の家族や友人との交流、趣味などを通じた社会活動

への参加機会等が少なく、日常的に人との交わりがない人が増えています。町では、

ひとり暮らしの高齢者に人と交わりを持たせるためにどのような施策を行っていま

すか。伺います。 

 ひとり暮らしの高齢者の安否確認についてお聞きいたします。 

 行政は最も大事な支援として考えられているのは、安否確認ではないでしょうか。

全国のほとんどの市町村で行われています。高齢になっても健康で安全にひとり暮

らしを続けていくには、周囲の配慮や支援が必要です。介護保険によるサービスに

加え、緊急通話装置の設置、また、委託業者による見守りが必要となると。見守り

について、行政はどのように行っていますか。お伺いします。 

 次に、認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランについて、お伺いします。 

 ２０１５年に国が認知症施策推進総合戦略、認知症高齢者等に優しい地域づくり

に向け、オレンジプランの取りまとめを公表しました。 

 関係省庁で共同して策定したもので、認知症高齢者との日常生活全体を支えてい

くための基盤となっています。新オレンジプランの基本的な考え方として、認知症

の人の意思を大切にされる、出来る限り住み慣れた地域の環境で、自分らしく暮ら

し続けることが出来る社会の実現を目指すとのことです。 

 その中で、オレンジプランの七つの柱について伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。２回目の質問は自席で行います。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、土屋議員の質問事項の１番目、高齢者のひとり暮らしの現状と支援に

ついて。質問要旨の１番目、高齢者のひとり暮らしの社会活動の支援について。質

問要旨の２番目、高齢者のひとり暮らしの安否確認について、お答えをいたします。 

 初めに、質問要旨の１番目、高齢者のひとり暮らしの社会活動の支援について、

お答えをいたします。 

 町の高齢者のひとり暮らしの割合につきましては、平成３０年１２月３１日現在、

町の人口が１万４，０８８人、６５歳以上の単身世帯が８２９世帯で、割合は５．
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９％でございます。なお、この数字につきましては、住民基本台帳上の数字であり、

実態とは相違があります。 

 次に、ひとり暮らしの高齢者に人と関わりを持たせるための対策ですが、町では

地域包括支援センターが中心となり、高齢者を対象に出前講座を実施しております。

友人同士、お茶講、老人クラブなどを対象に、地域の公民館、集会所など、お集ま

りの場所に出向いて、簡単な運動やゲーム、介護の相談などを行っております。 

 また、６５歳以上の方を対象に、自宅でも実践出来る介護予防に効果のある運動

や体操を行うげんき教育、はつらつ教室を実施しております。社会福祉協議会では、

各地区の公民館や集会所に出向いて、いきいきサロンを、またひとり暮らしの高齢

者を対象とした日帰りのバスハイキングを実施しております。 

 続いて、質問要旨の２番目、高齢者のひとり暮らしの安否確認について、お答え

いたします。 

 高齢者の見守りについては、住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らせるように

地域住民と関係機関が連携し、地域全体で見守り、支え合っていく見守りネットワ

ーク事業を平成２３年８月から実施しており、民生委員さんや区長さん方にもご協

力をいただいております。 

 平成２６年度からは、配達・訪問時に異変を感じた場合に連絡をしてもらえるよ

う、民間事業所と協定を結んでおり、現在、１２事業所と協定を結んでおります。 

 町では毎年８月と２月を見守り強化月間として、独居高齢者や高齢者のみの世帯

等を対象に安否確認を行っております。 

 また、６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯を対象に緊急通報

体制等整備事業を実施しております。この事業は、電話回線を利用し、簡単な操作

により緊急事態を自動的に受信センター等に通報する緊急通報装置を貸与すること

により、ひとり暮らしの高齢者等の急病及び災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応

を図ることを目的としております。 

 現在、２事業所と契約をしており、７０世帯が利用をしております。 

 続いて、質問事項の２番目、認知症施策の新オレンジプランについて、質問要旨、

新オレンジプランの七つの柱の取り組みについてお答えをいたします。 

 認知症施策推進総合戦略、通称新オレンジプランとは、超高齢化社会に向けて厚

生労働省が打ち出した認知症施策であり、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５
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年を見据え、認知症の人の意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地域のよい環境

で、自分らしく暮らし続けることが出来る社会の実現を目指し、平成２４年に策定

された認知症施策推進５ヶ年計画、通称オレンジプランを改訂し、平成２７年に厚

生労働省を含む１１省庁の共同により、策定されたものでございます。この新オレ

ンジプランでは、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進していくため、七つ

の柱に沿って施策を総合的に推進していくこととなっております。 

 それでは、この七つの柱の町の取り組みについて、ご説明をいたします。 

 一つ目の認知症の理解を深めるための普及・啓発の推進につきましては、認知症

について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者を育成

することを目的に、認知症サポーター養成講座を実施しております。 

 これまでに一般の方々、児童生徒、町職員を対象に開催し、７５１名が受講して

おります。今年度は商工会の方々にも受講していただきました。引き続き多くの方

に受講いただけるよう、啓発していきたいと思います。 

 また、町広報紙等による周知を定期的に行っております。 

 二つ目の認知症の容態に応じた適時・適切な医療、介護等の提供につきましては、

早期診断、早期対応のための体制整備として、平成３０年４月に認知症や、その疑

いがある方を訪問し、病院受診や介護保険サービスにつなげる支援を行うため、医

療・介護の専門職で構成される認知症初期集中支援チームを立ち上げました。 

 また、認知症の人や、その家族、医療・介護関係者等の間で供用され、サービス

が切れ目なく提供されるよう、本年度、認知症ケアパスを作成し、活用しておりま

す。 

 三つ目の若年性認知症施策の強化につきましては、現在のところ、相談等の実績

はございませんが、県において、若年性認知症支援コーディネーターが設置されて

おりますので、相談があった際には連携を図ってまいりたいと思います。 

 四つ目の認知症の人の介護者への支援につきましては、認知症カフェ、通称オレ

ンジカフェや家族介護教室を開催し、介護者である家族同士で交流を図ることによ

り、精神的、身体的な負担の軽減等を図っております。 

 五つ目の認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進につきましては、

四つの支援を行っております。 

 まず、生活の支援においては、食事サービスの実施やいきいきサロン等を開設し
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ております。 

 次に、生活しやすい環境の整備においては、公共施設のバリアフリー化、買い物

などの移動手段の確保のため、外出支援巡回バスの充実を図っております。 

 次に、就労、社会参加支援においては、高齢者の方々が生きがいを持って生活出

来るよう、地域活動やボランティア活動等の促進をします。 

 最後に、安全確保においては、徘回等が見られる認知症高齢者等が行方不明にな

った場合、早期発見及び保護を行うため、認知症高齢者等徘回ＳＯＳネットワーク

事業を平成２９年度に立ち上げ、事業実施にあたり、平成２９年４月、香取警察署

と協定を結んでおります。この事業は、事前に申請をして登録することが必要であ

り、現在、５名が登録をしております。平成２３年から実施している東庄町見守り

ネットワーク事業も活用しております。また、成年後見制度の活用についても継続

して行ってまいります。 

 六つ目の認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モ

デル等の研究開発及びその成果の普及の推進につきましては、町で取り組むという

よりは、県・国単位での取り組みになります。調査等、依頼があれば積極的に協力

をしてまいります。 

 七つ目の認知症の人やその家族の視点の重視につきましては、これまでの六つの

柱の全てに共通するプランの全体の理念となります。 

 認知症の方やその家族の視点を重視した取り組みを推進していくこととなります。

町としましては、施策の策定等がある場合には関係者にご協力をいただき、進めて

いきたいと考えております。 

 私からの答弁は以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ２番、土屋光正君。 

２番（土屋光正君） 

 では、２回目の質問に入る前に、では行政は今後も認知症、または高齢者の家族

の方に今後支援をお願いします。 

 高齢者のひとり暮らしで災害発生時の時の避難について伺います。 

 身寄りのないひとり暮らしの高齢者に災害が発生した場合に、行政はどのように

避難場所に避難させていますか。 
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 また、認知症の高齢者に優しい地域づくりの実現に向けて、行政だけでなく、民

間セクターや地域住民など、それぞれの役割を果たしていくことは大切です。行政

はどのような役割を進めていますか。お伺いします。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは最初に、身寄りのないひとり暮らしの高齢者の避難についてですが、災

害等が発生し、避難所を開設した場合には、自主避難が原則ですが、生活保護を受

けている方については、金銭面に余裕がなく、移動も困難な方もおります。現在、

避難所を開設した場合には、２名の方を職員が自宅まで迎えに行って、避難所まで

送迎しているということが現状でございます。 

 次に、認知症高齢者にやさしい地域づくりの実現のため、行政はどのような役割

を進めているかということですが、認知症高齢者とその家族介護者が安心して住み

慣れた地域で暮らしていくためには、地域全体でその認知症高齢者とその家族介護

者を見守り、支えていくこと。そのためのネットワークを作っていくことが必要で

あります。そのため、出来るだけ多くの方に認知症サポーター養成講座を受講して

いただけるように、また見守りネットワーク事業についても民生委員さん、区長さ

ん方にも引き続きご協力をいただき、民間事業者との協定につきましても、新規事

業者と協定を出来るようにしてまいります。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ２番、土屋光正君。 

２番（土屋光正君） 

 ありがとうございます。 

 では最後にですが、私の方から提案があります。高齢者が公民館に避難した時、

介護士か看護師の１名を待機してもらいたいなと思いました。なぜなら、今後、い

ろいろな方が公民館に避難すると思われます。介護士さん、看護師さんが、その高

齢者の状態を見抜いて、適切な処置をしてくれると思います。是非要望したいと思

います。 

 もう１点は、認知症の対応にあたって、是非これを今回、私の質問の時に、認知
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症サポーターという養成を皆さんに受けてもらって、認知症のことについてもっと

理解してもらいたいと思います。 

 今後、町に認知症高齢者が大分増えると思いますけれども、是非、一つの家族と、

それから介護者の支援、家族と介護者の支援を忘れないでほしいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（城之内一男君） 

 以上で、土屋光正君の一般質問を終わります。 

 次に、６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 ６番、花香孝彦です。議長の許可をいただきまして、参考資料を配付させていた

だきました。 

 それでは、質問事項、人口減少問題に挑戦する施策について。 

 質問要旨１、国に先駆けての保育無償化について。２、緩やかな人口減少への緊

急対策について。 

 質問方式は全て一問一答方式で行います。 

 まず初めに、人口減少問題について、以前、一般質問を行った際の内容の確認で

はありますが、「町の総合計画が最上位の計画であり、この計画の各種施策が人口

減少の対策である。しかし、特効薬的な施策は思い当たらない。何らかの短期的な

施策は可能かもしれない」と質問し、答弁をいただいています。 

 子育て支援や教育施設の充実、産業支援、様々な施策、どのような施策を実施し

ても町の全ての施策が最後には人口という数値で結果が表れます。そこで、「短期

的な施策」を追求することにより、人口減少問題に挑戦させていただきます。 

 質問要旨１、国に先駆けての保育の無償化について。①保育無償化の理由につい

てを質問させていただきます。 

 私は、３年前、議員として２期目に挑戦するにあたり、「安心安全なまちづくり、

人口減少対策」を掲げさせていただきました。人口減少の対策は、全国の多くの自

治体が挑んでいる大きな課題であり、今年は総理大臣も「少子高齢化の壁に本腰を

入れて立ち向かう。」と言われております。また、町長も７期目に挑戦するにあた

り、「きめ細やかな政策で人口減少問題に挑戦します。」と公約として掲げており

ました。その公約の中で、「国に先駆けて幼児教育・保育の無償化を推進」を掲げ
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ており、これが何を意味しているのか、国の動向に注視しておりましたが、今年１

月の臨時会の中で、町長の所信表明では、「子育て支援についてです。国が本年１

０月から始める幼児教育・保育の無償化を５歳児について、４月から前倒しして実

施します。」と述べられております。 

 子育て世代への経済的な支援として、全国の先進事例が蓄積されつつある現在、

多くの事例が公表されております。ここで述べなくても多くの方がいろいろと調査

や研究をされておりますので省略させていただきたいと思いますが、私は経済的な

支援を行うことが一番効率が高い施策ではないかと考えております。 

 各種調査の一例、参考資料の１ページではありますが、理想の子供の数を持たな

い理由として、子育てや教育にお金がかかり過ぎるから、経済的な理由で断念して

いるという回答が約６０％と、一番大きな理由に挙げられていることを示させてい

ただきます。 

 また、未婚化も問題となっており、結婚しない理由としても、町のアンケート結

果からも、経済的な理由が示されており、子育て中の方の心配や不安としても、子

育てにお金がかかる、将来の出費など、経済的な理由が挙げられております。 

 東庄町でも、経済的な支援として、１８歳までの医療費の無償化、給食費の無償

化、予防接種の補助、子育てガイドブックの作成など、いろいろと先進的な施策を

実施していると思いますが、保育の無償化は人口減少の対策の一つとして、子育て

世代への経済的な支援としての一施策ではありますが、全国の先進事例の中で保育

の無償化を選んだ理由を伺わせていただきます。 

 ２回目以降は自席より質問をさせていただきます。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 それでは、保育無償化の理由についてお答えをいたします。 

 平成３１年度から幼稚園が認定こども園となり、東庄町在住の幼稚園園児につい

ては４月から保育料を徴収しないこととなったことから、町では保育園園児と幼稚

園園児との平等性を図るため、東庄町に住所を有し、保育所に入所する５歳児の保

育料について、幼稚園保育料と同じく平成３１年度から保育料を無償とするもので

ございます。 
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 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 質問要旨②３歳からの無償化について。 

 私は、来月、平成３１年４月からでも、３歳からの保育の無償化を進めなければ

ならないと考えております。しかし、待機児童の解消を優先すべきであり、保育の

無償化によって入園される児童数が増えることが想定されるため、質問することが

出来ませんでしたが、先日、待機児童が解消された旨の報告がありましたので、３

歳からの保育の無償化を実施すべきと質問をさせていただきます。 

 予算、財政的などの理由で難しいのはわかっておりますが、国に先駆けて実施出

来るのは今しかありません。先月、森さんと遠藤さんの旭日双光章の祝賀会があり、

そのご功績の中で、約２０年前に国に先駆けて「情報公開条例」を作られたと知り

ました。以前はいろいろと新しいことにチャレンジしていたのではと考えるように

なり、国より早く実施するという姿勢も一つの町のイメージを良くする施策である

と実感しました。国に先駆けて３歳からの保育の無償化の実施は可能なのか伺わせ

ていただきます。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 ３歳からの保育の無償化の実施は可能かとのご質問ですが、５歳児の保育料無償

化について検討した時に、３歳児からの保育料無償化についても検討をしましたが、

当時は３歳児から無償化とした場合に、待機児童の発生が懸念されることなどがあ

りました。来年度は議員がおっしゃられるように待機児童は発生しておりませんが、

現時点では財政面等から実施する予定はございません。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 これからの予算状況などを見て、機会があればまた伺わせていただきたいと思い
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ます。 

 また、なぜ今すぐの対策を急ぐ必要があるかなどは、次からの質問の中で説明し

ていきたいと思います。 

 次の質問要旨に移ります。 

 ２、緩やかな人口減少への緊急対策について。①人口の目標・現状についてを質

問させていただきます。 

 人口減少の問題を対策するにあたり、まずは東庄町の人口の将来の目標と現状を

確認したいと思います。 

 数値は参考資料１ページをご覧ください。先に目標として東庄町の人口ビジョン

では、平成２７年の国勢調査人口予測から５年後の人口を約８００人の減少に抑え

ることを目標に掲げており、５年で割り、１年に換算しますと、年間１６０人ペー

スの減少を目標設定していることになります。 

 過去の減少ペースは、ご存じのとおり平成１７年、１万６，０００人から、平成

２２年、１万５，０００人、平成２７年１万４，０００人と、５年ごとに１，００

０人、１０年で２，０００人、１年に２００人のペースで減少しております。単純

に比べますと、目標は年間１６０人ペースの減少を目標としており、過去１０年は

２００人の減少となりますので、年間４０人、人口の減少を緩やかにすることを人

口ビジョンや総合戦略で平成２７年度の４年前から目標に掲げたことになります。 

 パーセンテージに直しますと、約２０％の改善を目標にしていると考えることが

出来ます。 

 それでは、目標に掲げた平成２７年以降の、ここ数年の現状はどうなっているの

かといえば、国勢調査と基本台帳とで人数は異なりますので、減少人数を比較する

ことで基準を合わせてみます。最近の平成２７年以降の東庄町の人口は、平成２７

年から３年間で５４８人のマイナス、１年間に直しますと１８３人ペースで減少い

たしており、２０人、減少ペースと１０％の減少にとどまっております。 

 逆に、良く言えば、２００人ペースから２０人の減少を抑えられている。最近の

施策が１０％の効果を表しているとも考えられます。 

 それでは、過去は２００人減少ペース、現在は１８０人減少ペース、１０％の効

果。目標は１６０人減少ペース、２０％の効果であり、ここ最近行った各種経済的

な支援を更に２倍に増やしていかなければ４０人減少ペース、２０％減少の目標は
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達成することは出来ません。 

 それではここで人口の目標、現状を伺います。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、花香議員のご質問にお答えをいたします。 

 緩やかな人口減少への緊急対策について。初めに、人口の目標・現状についてお

答えを申し上げます。 

 平成２８年３月に策定しました東庄町人口ビジョンでは、４５年後の平成７２年、

２０６０年までを対象期間としており、５年ごとの国勢調査実施年に目標人員を設

定しております。 

 次回国勢調査の平成３２年、２０２０年、目標人数は、１万３，３３１人として

おり、人口減少を各年に均等に計算しますと、平成２８年、１万３，９８８人、平

成２９年、１万３，８２４人、平成３０年、１万３，８６０人、平成３１年、１万

３，４９６人、平成３２年、１万３，３３１人となります。 

 これに対して、各年１０月１日現在、国勢調査基準日と同じでありますが、この

住民基本台帳人口、外国人を除くということですが、この状況ですが、平成２８年、

１万４，２２６人、平成２９年、１万４，０８８人、平成３０年、１万３，８４０

人となっております。 

 なお、過去の統計で国勢調査と住民基本台帳人口を比較すると、住民基本台帳人

口の方が多くなっているため、ただいま申し上げました人数は単純に比較すること

は出来ませんので、ご留意をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 単純に比較出来ないということですけれども、今、答弁いただいた基本台帳の人

口、私の方で示させていただいている資料と調べた月が違いますので、数字に多少

誤差がある点はご了承ください。 

 答弁いただいた人数からいたしますと、２年間の比較ではありますけれども、３
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８０人減少ということで、年間に直しますと１９０人のペースの減少となるという

ことだと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 次に質問要旨②出生率１．５などの総合戦略の目標について。 

 どのように抑えていくかは冒頭でも述べさせていただいたとおり、総合計画、ま

た総合戦略も重要な計画となります。 

 人口の増減は、一つに、社会的な増減として、移住者を増やすのか、出ていく人

を抑えるのかという側面もございますが、先程高木議員の一般質問の答弁の中で総

務課長が答えておられましたとおり、東庄町では社会的な減少から自然的な減少へ

とシフトしている現状であり、改善傾向となっております。という理由から、今回

は社会的な人口増減として、移住者などについては次回の機会へ省略させていただ

き、今回は自然増として出産数を増やすことに着目させていただきます。 

 １点目の質問として、出生率１．５など、総合戦略を検証します。 

 総合戦略では、基本目標１、結婚・出産・子育て、希望の実現として掲げていま

す。 

 平成３１年度、総合戦略の数値目標である子育て支援の満足度４０％、合計特殊

出生率１．５は、どのような状況なのか。計画の期間として平成２７年から平成３

１年の５ヶ年計画であり、あと残り１年である現状の進捗状況を伺わせていただき

ます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 お答えを申し上げます。 

 総合戦略目標のうち、平成３１年子育て支援満足度４０％及び合計特殊出生率１．

５についてお答えいたします。 

 子育て支援の満足度は、子育て世代へのアンケート等により測定していますので、

計画期間終了後の平成３２年度以降に実施する予定でございます。 

 また、東庄町の合計特殊出生率でございますが、最新数値は平成２９年の１．０

５となっております。 

 次に、総合戦略についてですが、子育て支援や雇用創出などの基本４目標、１３
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施策、３７事業が記載されております。平成２９年度末実績としまして、３３事業、

継続が３１事業、新規が２事業でございますが、これらを実施しておりますが、残

念ながら数値目標の達成には難しい状況となっております。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 出生率については、参考資料の２ページをご覧ください。 

 全国や千葉県の近年では、年々増加傾向が続いておりますが、国の統計上では一

時的に少し下がってから「１．４」に収束されていくと考えられております。町の

目標として、１年後に１．５、６年後に１．８、１１年後に１．９２と、意図的に

出生率を上げるためには、国が行う施策よりも更に効果のある施策を行わなければ

なりません。出生率が上がるまで毎年ＰＤＣＡサイクルを回し、次の施策を準備し

ておき、達成出来ないのであれば追加の施策を年度途中でも実行する、各種施策の

成果は最後には人口という数値で表れることを忘れないでいただきたいと思います。 

 質問要旨③第２子の保育無償化について。 

 それでは、出生率を数値的に上げるには大きく２点あり、１点目に既婚率、結婚

している割合を増やすことが重要であります。 

 そのために未婚の対策や晩婚化の対策が必要であり、３５歳から３９歳の未婚率

は、参考資料２ページの中段をご覧ください、男性約４５％、女性約２５％と高く

なっており、平均初婚年齢も男性３１歳、女性２９歳と高くなっております 

 なお、男性の場合には、職業によって、農業や自営業の方はプラス２歳、結婚が

遅れているというデータも示されております。 

 これらを改善することで、合計特殊出生率を数値的に上げることが出来ます。 

 ２点目に、理想のお子さんの数に近づけてもらうことが重要です。理想のお子さ

んの数は約２．３人、現在のお子さんの数は約１．７人と、感覚的には約０．６人

の差が生じております。 

 ２点とも原因は経済的な理由が大きいと考えております。 

 ある統計では、第１子、第２子、第３子の出産の間隔は、参考資料３ページとな

ります、第１子は３０歳、第２子は２年後の３２歳、第３子は１年後の３３歳と、
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出産している状況を考えれば、第３子からの保育の無償化などの施策が有効に効果

を表しているとも考えられます。 

 最近実施した施策といえば、給食費の無償化もそうですが、保育料の第２子の半

額補助や第３子の全額補助の範囲を拡大したことではないでしょうか。 

 人口減少を緩やかにするための施策によって効果が表れているのであれば、保育

の無償化は第２子まで範囲を拡大する必要があると思います。第２子からの保育料

の無償化は既に５０％、無償化しておりますので、完全に１００％の無償化を考え

てみていただきたいと思いますが、質問として、第２子からの保育の無償化を実施

すべきと考え、伺わせていただきます。 

議長（城之内一男君） 

 健康福祉課長、海上孝君。 

健康福祉課長（海上 孝君） 

 第２子の保育の無償化を実施すべきとのご質問ですが、財政面にも影響すること

から、ご意見として承り、今後、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 この質問の最後に合計特殊出生率の目標について確認させていただきます。 

 参考資料３ページの人口ビジョンをご覧ください。 

 平成３１年、この１年で出生率１．５、平成３７年、６年後に出生率１．８に急

激に改善しなければ、１５歳未満の人口は平成３２年、１，２８４人から１５年後

の平成４７年、１，２３７人、減らさない１，２００人を維持していく計画どおり

とはならず、推計人口の予測のとおり約７００人となってしまいます。 

 これからの１５年間、毎年平均８２人の出生によって、今から１５年後の１５歳

未満の子供達の人口が決まることを理解していただきたいと思います。 

 これから毎年、目標の出生率になっているかを検証し、補正予算を含めて、追加

の施策を行っていただきたいと思います。 

 昨年のデータが示しているとおり、出生率１．０５、出生数５５人、これらを受

けてどのような施策を行わなければならないのか早急に考えていただきたいとお願
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いいたします。 

 質問要旨④地域別の人口減少数について。 

 地域別のある統計データを拝見させていただきましたが、そこには衝撃的なデー

タが示されておりました。いきなりではありますが、お聞きします。 

 神代地区の大久保、神田、東和田地域の１５歳未満の人口は何人なのかご存じで

しょうか。 

 高齢化率と併せて１５歳未満の人口を伺います。 

 また、神代地区は１０年前ごろより急激に人口が減っている理由を伺わせていた

だきます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、神代地区ということで、神代地区の大久保、神田、東和田の人口につ

いて、お答えを申し上げます。 

 これは、町丁字別人口というものの統計によるものですが、行政区ではなく、地

番として、字別の集計となっている点をご留意願いたいと思います。 

 平成３０年４月１日現在で、大久保区では総数が１９８人、１５歳未満の方は６

人で３．０％、それから１５歳から６４歳の方は１０１人で５１．０％、６５歳以

上の方は９１人で４６．０％。 

 東和田区でございますが、総数は１２１人、１５歳未満の方はゼロであります、

それから１５歳から６４歳の方は６７人いらして５５．４％、６５歳以上は５４人

で４４．６％でございます。 

 神田区ですが、総数は１３３人、１５歳未満の方は２人で１．５％、１５歳から

６４歳の方は７３人で５４．９％、６５歳以上は５８人で４３．６％ということに

なります。 

 比較のために平成２０年４月１日現在で申し上げますと、大久保区は、総数２６

８人、１５歳未満が２６人で９．７％、１５歳から６４歳は１６５人で６１．６％、

６５歳以上の方は７７人で２８．７％。 

 東和田区、総数１６１人、１５歳未満は１６人で９．９％、１５歳から６４歳は

９７人で６０．２％、６５歳以上は４８人、２９．８％。 



－75－ 

 神田区が、総数で１６９人、１５歳未満が２３人で１３．６％、１５歳から６４

歳が９０人で５３．３％、６５歳以上が５６人で３３．１％ということでございま

す。 

 この９年間の東庄町全体の人口減少率は１２．５％ですが、上記の地区は減少率

が町全体より大きくなっているということでございます。 

 統計上の自然減や社会減の内容が不明であるため、その要因についてはお答え出

来るものではございません。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 今、答弁いただきました数値につきましては、参考資料の４ページに掲載させて

いただきましたので、ご覧いただければと思います。 

 近隣市町村の各地域も見てみました。新興住宅団地などを除き、１００人以上い

る地域で高齢化率が４０％を超えてという地域を見させていただいたんですけれど

も、１５歳未満人口がゼロ人という地域はありませんでした。 

 １０年前には、１５歳未満人口はそれぞれ二、三十人と、町の他の地域と比べて

も問題があるとは感じられませんでしたが、１０年間で２０％の人口が減少してお

り、このままではあと数年で限界集落となってしまう恐れがあります。東庄町の他

の地域よりも特別な緊急な対策が急がれます。 

 質問要旨⑤地域別の過疎対策について。 

 このように自分の住んでいる地元の地域のデータは、他の地域と比べなければ多

いのか少ないのか、把握することは出来ません。 

 それでは、視点を変えて提案いたしますと、適正な人口の基準として、小学生の

人数を町の人口で割ってみますと、５％前後ぐらいの数値となりました。人口ビジ

ョンでも１５歳未満の割合を１０％から１２．５％と示しておりますので、小学生

の人口でいえば４％から５％ということになります。 

 小学生の人数であれば、比較的簡単に感覚的に把握出来ると思います。どこの地

域でも簡単に基準を合わせられる目安となると思います。今は４％台と低く、人口

が減少していく中で、私はこの数値に基準を定めて改善を行っていくことを提案さ
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せていただきます。 

 例えば、先程の神代の大久保地域でいえば、人口２００人だとするならば、４％

で、現在の平均人数から言えば、小学生は８人となります。笹川の新田地域で言え

ば、人口２５０人だとするならば、４％で、小学生は１０人となります。 

 この数値が極端に低い地域では、お子さんのいる家庭の地域行事などの負担も大

きいと考え、また地域の持続性という意味でも、過疎対策として、一定の地域、一

定の条件を定め、５点目の質問として、１５歳未満の人口、子供達のいない地域へ

どのような対策を考えているのか。例えば、新規住宅購入の補助金をするなど、経

済的な支援をしても良いと考え、提案いたします。何かしらの緊急対策をご検討い

ただけるか伺います。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 地区別の過疎対策についてお答えをいたします。 

 東庄町は平成２９年４月に過疎指定を受けたところでございます。現在、そのよ

うな対策は実施しておりません。今後、平成３１年度事業として、地域人口分析業

務ということで委託を予定しており、地区ごとに人口分析予測シミュレーションを

行う予定でございます。その結果から、特定地区に対する人口減少対策のための施

策が検討出来るものと考えております。 

 以上です。 

議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 早急な対策をよろしくお願いいたします。 

 質問要旨⑥早期に結婚する経済的支援について。 

 次に、世帯当たりの人数に着目してみます。 

 東庄町は、千葉県の市町村の中で一番人数が多く、一世帯当たり約３人です。参

考までに、一番少ないところは市川市の約２人となり、千葉県の平均は２．３人と

なります。 

 約２５年前の平成５年では、東庄町の世帯数当たり約４人となっており、結婚や
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出産の年齢が早かった時代であったと考えられます。当時は２５歳くらいで出産し

ていたと思いますが、現在は３０歳くらいであり、この５歳の違いについて、晩婚

化が人口にどのような影響を及ぼしているのかを独自の変わった視点で考え、提案

をいたします。 

 仮に８５歳まで寿命があるとしまして、出生数２人、転入転出はないものとしま

すと、世帯を分けて、住む家が別々であっても一つの世帯と考えた場合、この結婚

の間隔のサイクルが１００年間続きますと、結婚や出産が２５歳の場合と、同じく

結婚や出産が３０歳の場合では、これだけで約２割、人口が変わります。 

 これは、まだ裏付けが見つからず、独自の視点での考えとなります。 

 わかりにくい説明のため、参考資料４ページにイメージ図を配付させていただき

ました。 

 晩婚化が人口に影響する結婚の間隔のみを比較したイメージ図となります。晩婚

化を１年でも早めることが出来るのであれば、自然と人口の減少は緩やかになって

いくと考えられます。 

 このように、世帯を分けて住む家が別々になったとしても、早期に結婚すること

で家族構成、ここでいう世帯当たりの人口が増えて、結果として町全体の人口が増

えていくと考えております。そのためには、早期に結婚する環境を整備することも

重要と考え、質問として、早期の結婚祝い金、早期の住宅購入補助金など、高齢者

の祝い金などと同様に、早ければ早いほど、経済的に大変だと考えるなら、仮に２

５歳や３０歳までと奨励しても良いと考え、伺わせていただきます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 早期に結婚する経済的支援について、お答えをいたします。 

 総合戦略において、早期の結婚に対する経済的支援事業は実施しておりません。

早期結婚を対象に、限定してはおりませんが、既存の事業として婚活応援事業を介

した参加者が婚姻した場合に結婚祝い品をお渡ししているところでございます。 

 また、子育て世帯、多世代同居住宅支援事業として住宅改修補助金を補助してい

るところでございます。 

 以上です。 
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議長（城之内一男君） 

 ６番、花香孝彦君。 

６番（花香孝彦君） 

 早く結婚する効果については、もう少し詳しく説明出来るように、引き続き自分

でも検証していきたいと思っております。 

 質問要旨⑦毎年、将来人口・追加支援について。 

 最後に、未婚率、早期の結婚、希望のお子さん数などと、それぞれの地域ごとに

それぞれのデータが、少しずつでも改善されれば、結果として人口の減少が緩やか

になると考えております。このまま目標としている毎年の人口や出生数などが達成

出来ずに進んでしまうと、１５年後には人口３，０００人減少し、１万人を下回り、

３０年サイクルで人口は半分に減り続けていきます。今、出生率が上がらなければ

出生数が年間８０人以下のペースでは地域を持続することも出来ません。 

 小学校の統合は、人口が減ったことによる対応であり、人口を回復するための施

策ではありません。同時に、人口を維持するための予算がないのかもしれませんが、

今年生まれたお子さん達が、３０年後には家庭を持つと考え、今、同時に人口を維

持するための子育て支援策を実施し、人口減少問題に挑戦しなければ、この町の未

来はありません。 

 既婚率の検証、結婚平均年齢の検証、出生数や出生率の検証を毎年確認すること

により、人口の将来予測は比較的簡単に計算することが出来ます。 

 重要な数値だけでも再入力し、人口ビジョンの目標がどれくらい達成出来ている

のか。目標としている人口推計パターン３の人口推移表の毎年の報告をお願いいた

し、また１５歳未満人口、出生率に応じた追加の緊急対策の実施を報告いただくよ

うに答弁を求め、質問を終わります。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 将来人口の推移表について、お答えをいたします。 

 東庄町人口ビジョンの作成には、自然増減、社会増減の要因をもとに推計したも

のでございますが、町で数値を入力し、計算出来るものではなく、専門事業者へ委

託して作成をしております。このため、人口推移表を毎年作成することは困難とい
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うふうに考えております。 

 次に、追加支援について、お答えいたします。 

 総合戦略に計上されていない事業についても追加の緊急対策を実施しているとこ

ろでございます。 

 例といたしまして、平成３０年度からは、学校給食費の無償化を始めております。 

 また、平成３１年度より、幼稚園２園を認定こども園とし、保護者のニーズに対

応してまいります。 

 また、平成３１年度からは、保育園の５歳児の保育料を国に先駆け、無償化をす

るということでございます。 

 このように、毎年、子育て支援対策として新規施策を実施しておりますので、こ

の点、ご理解、ご協力をお願いしたいと存じます。 

 以上でございます。 

議長（城之内一男君） 

 以上で、花香孝彦君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後３時２０分からとします。 

（午後 ３時１２分 休憩） 

（午後 ３時２０分 再開） 

議長（城之内一男君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第６、同意第２号、教育長の任命についてを議題とします。 

 ここで教育長、五十嵐正憲君の退席を求めます。 

（教育長 五十嵐正憲君 退席） 

議長（城之内一男君） 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、同意第２号、教育長の任命についての提案理由を申し上げます。 
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 現教育長の五十嵐正憲氏の任期が平成３１年３月３１日をもって満了となります。

適任者であると考え、再任いたしたく、提案させていただいた次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう、お願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 お諮りします。 

 ただいま議題となりました同意第２号については、正規の手続きを省略して、直

ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから同意第２号、教育長の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第２号は同意することに決定しました。 

 ここで教育長、五十嵐正憲君は入場してください。 

（教育長 五十嵐正憲君 入場） 

議長（城之内一男君） 

 日程第７、同意第３号、農業委員会委員の任命についてから日程第１６、同意第

１２号、農業委員会委員の任命について、以上１０案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました同意第３号から同意第１２号までの農

業委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。 

 現在、委員をお願いしております農業委員の皆様の任期が平成３１年３月３１日
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をもって満了になることから、新たに１０人の農業委員を任命するため、農業委員

会等に関する法律に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、総務課長より申し上げます。ご審議の上、ご同意ください

ますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、３ページをお願いいたします。同意第３号から、１２ページの同意第

１２号までについては、農業委員会委員定数１０人の委員のそれぞれの方について

の同意案件でございます。一括して説明をさせていただきます。 

 農業委員につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て任命することとなっております。 

 委員の定数は１０人でございます。 

 そのうち農業委員会法第８条第５項によりまして、１０人のうち半数を超す人数

を認定農業者とするとなっております。そして、同条第６項によりまして、農業委

員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれなければなりませ

ん。また、同条第７項におきまして、年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配

慮する、これは女性も積極的に登用するといった内容でございますが、となってお

ります。 

 それでは、別紙の参考資料、１枚だけの資料ですが、お願いいたします。 

 同意第３号から同意第１２号の参考資料でございます。 

 同意第３号につきましては、上代金治さん、認定農業者でございます。同意第４

号につきましては、菅谷耕一さん、認定農業者でございます。同意第５号につきま

しては、浅羽ミヨ子さん、農業者でございます。同意第６号につきましては、根本

美津江さん、第８条第６項の利害関係がない方でございます。同意第７号につきま

しては、吉田公子さん、認定農業者でございます。同意第８号につきましては、保

立守さん、認定農業者でございます。同意第９号につきましては、江波戸敏雄さん、

認定農業者でございます。同意第１０号につきましては、押山長司さん、認定農業

者でございます。同意第１１号につきましては、岡野豊さん、認定農業者でござい

ます。同意第１２号につきましては、岡野均さん、認定農業者でございます。 
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 以上、１０人の方の同意案件でございます。１０人のうち認定農業者が８人、農

業者が一人、利害関係がない方が一人となっております。１０人のうち３人が女性

でございます。 

 以上、同意第３号から同意第１２号につきまして、内容を説明させていただきま

した。よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 お諮りします。 

 ただいま議題となりました同意第３号から同意第１２号については、正規の手続

きを省略して、直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、同意第３号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第３号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第４号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第４号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第５号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 
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 従って、同意第５号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第６号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 ここで推薦人である大網正敏君の退席を求めます。 

（７番 大網正敏君 退席） 

議長（城之内一男君） 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第６号は同意することに決定しました。 

 ここで、大網正敏君は入場をしてください。 

（７番 大網正敏君 入場） 

議長（城之内一男君） 

 次に、同意第７号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第７号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第８号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第８号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第９号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 
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 従って、同意第９号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第１０号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第１０号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第１１号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第１１号は同意することに決定しました。 

 次に、同意第１２号、農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、同意第１２号は同意することに決定しました。 

 日程第１７、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度

東庄町一般会計補正予算）を議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、承認第１号、平成３０年度東庄町一般会計補正予算（第３号）の専決

処分の承認を求めることについての提案理由を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、繰越明許費の設定について補正し
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たものでございます。 

 繰越明許費の対象事項は小学校費及び中学校費となります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについての内容の説明を申し上げます。 

 東庄町一般会計補正予算（第３号）につきまして、１月３１日に専決処分を行い

ましたので、承認を求めるものでございます。 

 議案書の１６ページをお願いいたします。 

 補正予算の内容につきましては、繰越明許費として、地方自治法第２１３条第１

項の規定に基づき、翌年度に繰り越して使用することの出来る経費を定めたもので

ございます。 

 町長の提案理由にありましたとおり、小学校費及び中学校費の教育施設維持工事

について繰り越したものでございます。 

 初めに、９款・教育費、２項・小学校費の教育施設整備事業２，９３３万３，０

００円。こちらは笹川小学校南校舎空調設置工事と、それに伴う設計監理業務とな

ります。 

 次に、同じ款の３目・中学校費の教育施設整備事業７，４６１万８，０００円。

こちらは中学校技術棟等解体工事となります。 

 それぞれ工期を７月までとする必要がありましたので、入札に伴い、専決処分と

させていただきました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度東庄町一般会

計補正予算）を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、承認第１号は承認することに決定しました。 

 日程第１８、議案第９号、東庄町森林環境基金条例を制定することについてを議

題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは議案第９号、東庄町森林環境基金条例を制定することについての提案理

由を申し上げます。 

 この条例は、平成３１年度から町に譲与される森林環境譲与税について、森林整

備や木材利用の促進などに充てるための財源を適正に加味し、有効に活用するため

に基金を設置するものでございます。 

 また、この基金をもとに森林整備など、事業化をする時は法律の趣旨に沿った活

用方法を十分検討した上で実施してまいりたいと考えているところでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 
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 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 それでは、議案第９号、東庄町森林環境基金条例を制定することについての内容

の説明を申し上げます。 

 議案書の１８ページをご覧ください。 

 平成３１年４月１日から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立する

ことに伴い、平成３６年度から課税される森林環境税に先行しまして、平成３１年

度より町に森林環境譲与税が譲与されます。 

 この法律は、地方税制改正において、国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災

害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、

森林関連法令が見直しされることを踏まえて創設されるものでございます。 

 今回、上程した条例は、この目的を果たすための財源となる譲与税の受け皿を基

金として整備するものでございます。 

 東庄町への平成３１年度の譲与見込み額はおよそ７０万円となっております。こ

れは町の私有林、人工林面積、林業就業者数、町の人口を按分して算出した額とな

っております。 

 森林環境譲与税の使途につきましては、森林整備に充てることが目的となってお

りますが、森林整備の促進のために取り組む人材育成、担い手の確保、材木利用の

促進、普及啓発など地方の実情に応じて弾力的に実施することが出来るものであり

ます。 

 町の森林環境譲与税の使途につきましては、未確定であり、また、単年度で事業

化して実施するには譲与額が少額であることから、事業内容等を十分検討し、今後、

ご意見を聞きながら、効果的で町民のための事業となるように取り組んでまいりた

いと考えております。 

 条例の内容につきましては、全６条で構成されております。 

 第１条では、目的を示し、基金の設置、また基金の名称を東庄町森林環境基金と

させていただきました。第２条には、積立てる資源について。第３条には、基金の

管理。第４条には、運用益金の処理。第５条には、処分。第６条では委任について

という構成でございます。 

 以上、簡単ではございますが、条例の内容を説明させていただきました。趣旨を
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ご理解いただき、ご審議の上、可決くださるよう、お願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第９号、東庄町森林環境基金条例を制定することについてを採決

します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１９、議案第１０号、東庄町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格

基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第１０号、東庄町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について、
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提案理由を申し上げます。 

 学校教育法の一部を改正する法律及び技術士法施行規則の一部を改正する省令が

平成３１年４月１日、施行されることに伴い、東庄町水道事業布設工事監督者の資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準について改正が必要なことから、条例を改

正しようとするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 まちづくり課長、林栄壽君。 

まちづくり課長（林 栄壽君） 

 議案第１０号、東庄町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を制定することについ

て、内容の説明を申し上げます。 

 議案書の２０ページをご覧ください。 

 今回の改正は、学校教育法の一部を改正する法律及び技術士法施行規則の一部を

改正する省令が平成３１年４月１日より施行することに伴い、条例の改正を行うも

のであります。 

 恐れ入りますが、参考資料の１ページをお願いいたします。 

 新旧対照表の左側の改正案より説明をさせていただきます。 

 第３条第３号の改正は、学校教育法の改正に伴い、新たに専門職業人の養成を目

的とする新たな高等教育機関として、専門職大学が制度化されたため、追加するも

のです。 

 第８号の改正は、技術士法施行規則の一部を改正する省令の改正により、文言を

削除するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条第２号及び第４号の改正は、第３条第３号と同様に、新たに専門職大学が

制度化されたため追加するものです。 

 その他の細かな改正は文言の整理による改正となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

議長（城之内一男君） 
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 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第１０号、東庄町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

 日程第２０、議案第１１号、東庄町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制

定することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第１１号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制

定することについて、提案理由を申し上げます。 

 東庄町では、平成３０年度の国保広域化に伴い、平成３１年度から国民健康保険

税の課税方式の見直しを実施いたします。それに伴い、東庄町国民健康保険税条例

の一部を改正する必要が生じました。 
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 詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くださ

いますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 町民課長、伊藤雅晃君。 

町民課長（伊藤雅晃君） 

 それでは、議案第１１号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内

容について、ご説明申し上げます。 

 議案書の２２ページをご覧ください。 

 今回の改正は、平成３０年４月から国保広域化により、各市町村の国民健康保険

税の税率は千葉県より示される標準保険料率を参考に決定することになり、町では、

この標準保険料率を参考にすると共に、被保険者の負担を軽減するため、平成３１

年度からの賦課方式の改正を行うものであります。 

 恐れ入りますが、別冊の参考資料の３ページをお願いいたします。 

 新旧対照表、左側の改正案により、ご説明させていただきます。 

 第２条第２項の課税額の改正は、先程申し上げました賦課方式の見直しに伴い、

医療分の所得割、資産割、均等割、平等割の４方式のうち、資産割を廃止し、３方

式とする改正でございます。 

 また、第４条の国民健康保険の被保険者に関わる資産割額の改正は、資産税の廃

止に伴い、条を削除するものでございます。 

 その他の細かな改正は、文言の整理による改正となっております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第１１号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制

定することについてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 日程第２１、議案第１２号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第１２号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を制定することについての提案理由を申し上げます。 

 この改正は、平成３１年４月１日から幼稚園２園が統合し、幼稚園型こども園に

移行することに伴い、幼稚園長の報酬を幼稚園型こども園の管理運営に見合った額

に改定するものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第１２号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、参考資料の５ページをお願いいたします。中ほどになります。 

 幼稚園長の報酬月額９万円を月額１５万円に増額する改定となっております。平
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成３１年４月１日から幼稚園２園が統合し、幼稚園型こども園に移行することに伴

い、開園時間の延長、職員数の増、園児数の増、預かり保育の実施等により、幼稚

園長の管理運営業務等の職務が増大することが見込まれます。幼稚園型こども園の

園長としてのその職務の複雑・困難及び責任の度合いに基づき考慮し、また、近隣

のこども園の園長の報酬、一般職の職員が再任用され、園長となった場合の給与等

を参考に増額改定を行うものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第１２号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第２２、議案第１３号、東庄町職員定数条例の一部を改正する条例を制定す

ることについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 
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 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第１３号、東庄町職員定数条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての提案理由を申し上げます。 

 この改正は、育児休業の承認を受けた職員及び自己啓発休業の承認を受けた職員

の代替職員として、任期つき職員等を採用することを踏まえ、職員定数の適正な管

理を図るため、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 

総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第１３号、東庄町職員定数条例の一部改正について、ご説明を申

し上げます。 

 参考資料の６ページをお願いいたします。 

 東庄町職員定数条例、第５条で規定する東庄町の職員の定数外とする職員に育児

休業の承認を受けた職員及び自己啓発等休業の承認を受けた職員を追加する改正と

なっております。 

 この改正により、職員の定数にカウントされるフルタイムの任期つき職員等を当

該休業の承認を受けた職員の代替職員として採用することが可能となります。 

 現在、町では、多様化、高度化する行政ニーズに対応するため、行政運営におい

て最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現することが求められております。

これらの内容を踏まえ、職員定数の適正な管理を図るため、東庄町職員定数条例の

一部を改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第１３号、東庄町職員定数条例の一部を改正する条例を制定する

ことについてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

 日程第２３、議案第１４号、東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（城之内一男君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第１４号、東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての提案理由を申し上げます。 

 この改正は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴い、職員の時間外勤務の縮減等に向け、所要の措置を講ずるため、正規の勤務時

間以外の時間における勤務に関し、必要な事項を規則に委任すべく規定するもので

ございます。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決

くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（城之内一男君） 

 総務課長、向後喜一朗君。 
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総務課長（向後喜一朗君） 

 それでは、議案第１４号、東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について、ご説明を申し上げます。 

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行により、国にお

いては人事委員会規則が平成３１年２月１日に交付され、超過勤務命令の上限を定

めることや、超過勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずること等が規定をされまし

た。 

 また、県においても正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項

を人事委員会規則に委任する内容の条例、改正案を議会に上程しており、時間外勤

務の上限設定等について、平成３１年４月から適用すべく人事委員会議規則の改正

等の所要の措置を講ずることとなっております。 

 それでは、参考資料７ページをお願いいたします。 

 東庄町においても、時間外勤務の上限設定等について、所要の措置を講ずるため、

正規の勤務時間以外の時間に関する勤務に関し、必要な事項を規則に委任すべく規

定を追加する改正となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（城之内一男君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、議案第１４号、東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 ここで、お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（城之内一男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。６日の会議は定刻にご参集願います。ご苦労さまでし

た。 

（午後 ４時１０分 延会） 

 

 


